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１ 策定の趣旨と背景 

これまでの福祉分野における取組は、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉などといっ

た分野ごとに分けられた制度の中での支援（いわゆる「縦割りによる支援」）が中心となっ

て進められてきました。 

しかし近年では、少子高齢化や核家族化、価値観やライフスタイルの多様化などにより、

これまで地域社会が果たしてきた支え合いや助け合いの機能が低下してきており、従来の

縦割りによる支援だけでは対応しきれない制度の狭間の問題の顕在化や、生活課題の多様

化・複雑化が社会問題となっています。 

こうした状況の中で、国では地域福祉の推進に向けて、誰もが役割を持ち、支援の「支え

手」「受け手」という関係を超えて活躍できる社会、すなわち「地域共生社会」の実現を目

指しています。 

本市においては、こうした社会情勢に対応する必要性が生じていることを踏まえ、令和

３年度で計画期間が終了する「第２期下野市地域福祉計画及び地域福祉活動計画（下野市

みんなで築く地域の絆プラン）」を改定し、すべての市民が住み慣れた地域において支え合

い助け合いながら、一人ひとりが安心して自立した生活を送ることができる地域共生社会

の実現を目指して、新たに「第３期下野市地域福祉計画及び地域福祉活動計画」を策定す

るものです。 

 

地域共生社会とは 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指しています。 

 

出典：厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」 

農林漁業  環境     商工業    交通 等… 

● 多様性の尊重 

● 気にかけ合う関係性 

 

● 活躍の場づくり 

● 安心感のある暮らし 

 

● 働き手の創出 
● 地域資源の有効活用 

 

● 就労や社会参加の 

 機会の提供 

● 民間企業による 

 生活支援への参入 
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２ 計画の位置付け 

「地域福祉計画」とは、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように

するために、社会福祉法第 107 条に基づき市町村が作成するものです。それに対して「地

域福祉活動計画」とは、地域福祉計画を実行するために、社会福祉法第 109 条に規定され

た民間の福祉団体である市町村社会福祉協議会が中心となって作成するものです。 

これら２つの計画はどちらも、地域住民や福祉関係者、市、社会福祉協議会などが協力

して地域福祉を推進していくことを目指した計画です。本市においては、下野市総合計画

を上位計画とし、その目指す将来像を地域福祉の面から支える「下野市地域福祉計画」と、

地域住民や福祉関係団体の具体的な活動などについて示した「下野市地域福祉活動計画」

を一体的に策定・推進することで、地域福祉活動のさらなる充実を図ります。 

また、「下野市高齢者保健福祉計画」、「下野市障がい者福祉計画（しもつけしハートフル

プラン）」、「下野市子ども・子育て支援事業計画（子育て応援しもつけっ子プラン）」、「下野

市健康増進計画（健康しもつけ 21 プラン）」といった福祉分野における個別計画の上位計

画としてこれらを横断的につなぐとともに、「男女共同参画プラン」や「地域防災計画」な

どの関連計画とも整合を図った計画となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本計画は成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条に基づき定められる「市

町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画（市

町村成年後見制度利用促進基本計画）」及び、再犯の防止等の推進に関する法律第８条に基

づき定められる「地方再犯防止推進計画」としても位置付けて策定します。 

 下野市  

下野市総合計画 

 
  

下野市地域福祉計画 

 

 

 

 

 

 

 

  関連計画     福祉分野の各個別計画   

男女共同参画プラン 

地域防災計画 

その他関連計画 

障がい者福祉計画 

高齢者保健福祉計画 

子ども・子育て支援事業計画 

健康増進計画 

 

 下野市社会福祉協議会   

連携・補完 

下野市 

地域福祉活動計画 

    栃木県        

 栃木県 
地域福祉支援計画 

支援 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。この期間に社会情

勢や市の状況、関係法制度などに著しい変化があった場合には、必要に応じて見直しを行

います。 

 … 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 … 

地域福祉計画・

地域福祉活動計画 
第２期 本計画 

 

 

総合計画 
         第２次   

前期基本計画 後期基本計画 

高齢者保健福祉

計画 

 
第７期 第８期 

    

障がい者福祉計画 
 

第５期 第６期 
    

子ども・子育て

支援事業計画 
第１期 第２期 

   

健康増進計画 
 

第３次 
     

栃木県地域福祉

支援計画 
第３期 第４期 

 

 

○○ 持続可能な開発目標(SDGs）の採択 ○○ 

「持続可能な開発目標（SDGs）」とは、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂

性のある社会の実現に向けた、令和 12 年を年限とする国際目標です。平成 27 年の国連

サミットで採択され、日本においても「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」やアクシ

ョンプランが定められるなど積極的に取組が進められています。 

こうした動きを踏まえて、本市の各種計画は SDGs の考え方を盛り込んだ計画となって

おり、本計画においてもこの視点を取り入れることで、本市における SDGs のさらなる推

進につなげていきます。 
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４ 地域福祉を推進するための圏域 

本市の地域福祉の推進にあたっては、隣近所における日常的な助け合いも、市や社会福

祉協議会が市内全域で取り組む施策も欠かせないものです。 

隣近所、自治会、日常生活圏域や市内全域などの重層的な圏域の中で、課題の大きさや

複雑さ、事業の内容や効果、利用者の利便性などを考慮し、適切な単位で事業を展開しま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の策定体制 

計画の策定にあたっては、「第３期下野市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会」

及び、策定委員会を補佐する「検討部会」を設置し、各段階で協議を重ねました。 

また、市民の意見を計画に反映させるため、アンケート調査や住民懇談会、団体ヒアリ

ング、パブリックコメントを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

隣近所 

自治会 

日常生活圏域 

市内全域 

日常生活圏域とは、住み慣れた地域で
自立して生活できるよう、地理的条件、
人口、交通事情などを踏まえて市町村が
設定する区域です。 

本市では、石橋・国分寺・南河内の３
つの地区を圏域に設定しています。 

写真追加 
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１ 統計から把握する現状 

（１）人口の状況 

総人口は概ね横ばいで推移していますが、内訳をみると０～14 歳・15～64 歳の人口

が減少傾向に、65～74 歳・75 歳以上の人口が増加傾向にあります。 

年齢４区分別の人口比についても同様に、平成 29 年から令和３年にかけて０～14 歳・

15～64 歳の割合が減少傾向に、65～74 歳・75 歳以上の割合が増加傾向にあります。 

 

◆人口・年齢４区分別人口比の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

7,965

(13.2%)

7,810

(13.0%)

7,685

(12.8%)

7,485

(12.4%)

7,424

(12.3%)

38,144

(63.3%)
37,813

(62.9%)
37,584

(62.5%)
37,523

(62.3%)
37,237

(61.9%)

7,501

(12.4%)
7,637

(12.7%)
7,773

(12.9%)

8,009

(13.3%)
8,211

(13.6%)

6,689

(11.1%)
6,888

(11.5%)

7,106

(11.8%)

7,217

(12.0%)

7,301

(12.1%)

60,299 60,148 60,148 60,234 60,173

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

（人）
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（２）世帯数と世帯あたりの人員の状況 

世帯数は、年間で 300 世帯前後の増加が続いています。 

総人口は平成 29 年以降横ばい傾向となっているため、世帯あたり人員は減少傾向とな

っており、平成 29 年の 2.55 人から令和３年の 2.41 人へと推移しています。 

 

◆世帯数と世帯当たりの人員の推移 

  

資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

（３）子どもをめぐる状況 

①出生数・合計特殊出生率の状況 

出生数は、年によって差はあるものの概ね減少傾向となっており、令和元年で 409 人と

なっています。 

合計特殊出生率についても同様に、年によって差はあるものの概ね減少傾向となってお

り、県を下回って推移しています。令和元年で県の合計特殊出生率は 1.39、市の合計特殊

出生率は 1.27 となっています。 

 

◆出生数・合計特殊出生率の推移 

 

資料：栃木県保健統計年報 

23,648 23,921 24,204 24,669 25,015

2.55 2.51 2.49 2.44 2.41

0.00

1.00

2.00

3.00

0

10,000

20,000

30,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

世帯数 世帯あたり人員

（世帯） （人／世帯）

472 482 403 428 409

1.32 1.37 

1.17 
1.27 1.27 

1.49 1.46 1.45 1.44 1.39 

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

0

200

400

600

800

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

出生数 合計特殊出生率 合計特殊出生率(県)

（人）
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②小・中学校の児童生徒数・学校数の状況 

小学校児童数は、平成 29 年から令和２年まで横ばい傾向にありましたが、令和３年は

3,161 人と前年から 56 人の減少となっています。 

中学校生徒数は、平成 29 年から令和２年まで減少傾向にありましたが、令和３年は

1,564 人と前年から 16 人の増加となっています。 

小学校数は、平成 30 年までは 12 校でしたが、国分寺西小学校の閉校により令和元年

からは 11 校となっています。 

 

◆小・中学校の児童生徒数の推移 

 

資料：学校教育課（各年５月１日現在） 

 

◆小・中学校の校数の推移 

（校） 

 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 

小学校数 12 12 11 11 11 

中学校数 ４ ４ ４ ４ ４ 

資料：学校教育課（各年５月１日現在） 

3,230 3,207 3,210 3,217 3,161

1,678 1,637 1,571 1,548 1,564

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

小学校児童数 中学校生徒数

（人）



第２章 地域福祉をめぐる市の現状と課題 

8 

 

 

 

③保育園・幼稚園・認定こども園の園児数・施設数の状況 

保育園・幼稚園・認定こども園の園児数の合計の推移は、令和元年以降横ばい傾向で推

移しており、令和３年で 1,992 人となっています。 

内訳をみると、保育園園児数は令和元年以降減少傾向にある一方、幼保連携型認定こど

も園園児数は令和元年から令和３年にかけて増加しています。 

施設数については、令和３年で保育園が８園、幼保連携型認定こども園が６園、幼稚園

が１園となっており、いずれも令和元年以降の変動はありません。 

 

◆保育園・幼稚園・認定こども園の園児数の推移 

 

資料： こども福祉課（各年４月１日現在） 

 

◆保育園・幼稚園・認定こども園の施設数の推移 

（園） 

 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 

保育園数 ８ ８ ８ ８ ８ 

幼稚園型認定こども園数 １ １ ０ ０ ０ 

幼保連携型認定こども園数 ４ ４ ６ ６ ６ 

幼稚園数 ２ ２ １ １ １ 

資料： こども福祉課（各年４月１日現在） 

520 520 537 519 493

226 245
0 0 0

759 770
1,372 1,455 1,464

437 417

71 50 35
1,942 1,952 1,980 2,024 1,992

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

保育園園児数 幼稚園型認定こども園園児数

幼保連携型認定こども園園児数 幼稚園園児数

（人）
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（４）高齢者をめぐる状況 

①高齢化率の状況 

高齢化率は国や県の平均と比べると低い値となっており、令和３年における高齢化率は

●％となっています。（令和３年データが分かり次第修正） 

平成 29 年から令和３年にかけて高齢化率は●ポイント上昇しており、これは県の同時

期の●ポイントと同程度、国の●ポイントより大きく、高齢化の進行がみられます。（令和

３年データが分かり次第修正） 

 

◆高齢化率の推移 

 

資料：栃木県毎月人口調査（市・県）・総務省統計局（国） 

（各年 10 月１日現在） 

23.9%
24.5%

25.1%
25.7%

27.2%
27.8%

28.3%

29.1%

27.7%
28.1% 28.4%

28.7%

20.0%

24.0%

28.0%

32.0%

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

高齢化率 高齢化率(県) 高齢化率(国)
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②高齢者世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③介護認定者数と認定率の状況 

65 歳以上の介護保険の要介護・要支援認定者数は高齢者人口の増加に伴って年々増加

傾向にあり、（令和３年データが分かり次第記載） 

 

◆介護認定者数と認定率の推移 

 

資料：介護保険事業状況報告（９月月報） 

426 415 435 506

0

826 907 965 947

0

815 799 787 792

0

14.6% 14.6% 14.7% 14.8%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３～５ 認定率

（人）

2020 年国勢調査の詳細な結果が発表され次第作成します。 
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（５）障がいのある方の状況 

障害者手帳所持者数は３区分全てにおいて増加傾向にあり、令和３年現在で○○人（身

体障害者手帳所持者 1,669 人、療育手帳所持者 489 人、精神障害者保健福祉手帳所持者

○○人）となっています。 

  

◆障害者手帳所持者数の推移 

  

資料：社会福祉課（各年 10 月 1 日現在） 

（６）生活保護世帯の状況 

生活保護世帯数は平成 30 年以降増加傾向にあり、高齢者生活保護世帯数も増加傾向に

あります。 

生活保護世帯の全世帯に占める割合については横ばいで推移しており、令和３年で

1.28％となっています。 

 

◆生活保護世帯の推移 

 

資料：社会福祉課（各年 10 月 1 日現在） 

1,127 1,267 1,396 1,537 1,669

365
398

428
464

489

337
389

406
435

1,829
2,054

2,230
2,436

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

（人）

316 300 312 314 321

150 144 149 163 166

1.34％ 1.25％ 1.29％ 1.27％ 1.28％

0.00％

0.60％

1.20％

1.80％

0

200

400

600

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

生活保護世帯数 高齢者生活保護世帯数

生活保護世帯の全世帯に占める割合

（世帯）
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（７）地域活動の状況 

①自治会加入世帯数及び加入率の推移 

自治会加入世帯数は令和元年以降減少傾向に転じ、令和３年で 15,460 世帯となってい

ます。一方で、未加入世帯数は一貫して増加傾向にあります。 

また、加入率は一貫して減少傾向にあり、令和３年で 62.5％となっています。 

 

◆自治会加入世帯数及び加入率の推移 

 

資料：市民協働推進課（各年４月１日現在） 

 

②老人クラブ会員数及びクラブ数の推移 

老人クラブ会員数及びクラブ数は一貫して減少しており、特に令和２年から令和３年に

かけていずれも大きく減少しています。 

 

◆老人クラブ会員数及びクラブ数の推移 

 

資料：社会福祉協議会（各年３月 31 日現在） 

15,511 15,554 15,480 15,434 15,460

7,772 8,160 8,478 8,968 9,267

23,283 23,714 23,958 24,402 24,727

66.6% 65.6% 64.6% 63.2% 62.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

加入世帯数 未加入世帯数 加入率

（世帯）

1364
1276

1198 1135

935

30
27 25 25

21

0

15

30

45

0

500

1000

1500

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

会員数 クラブ数

（団体）（人）



 

13 

 

 

 

③ボランティア登録者数及び登録団体数の推移 

ボランティア登録者数及び登録団体数はいずれも平成 30 年を境に減少傾向となってお

り、令和３年で登録者数が 1,636 人、登録団体数が 71 団体となっています。 

 

◆ボランティア登録者数及び登録団体数の推移 

 

資料：社会福祉協議会（各年３月 31 日現在） 

 

④NPO法人数の推移 

NPO 法人数については、令和２年まで増加傾向にありましたが令和３年には２法人減少

し、17 法人となっています。 

 

◆NPO 法人数の推移 

 

資料：市民協働推進課（各年３月 31 日現在） 

2,133
2,233

1,947 1,917

1,636

73 78 76 76 71

0

30

60

90

120

150

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

登録者数 登録団体数

（団体）（人）

16
17

18
19

17

0

5

10

15

20

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

NPO法人数

（法人）
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⑤民生委員児童委員活動の推移 

民生委員児童委員への相談件数についてみると、年ごとに増減はあるものの概ね年間

4,000 件程度で推移しています。 

相談内容については「高齢者に関すること」が最も多く、令和３年で 1,541 人となって

おり、次いで「子どもに関すること」が 963 件となっています。 

 

◆民生委員児童委員の相談件数の推移 

   

資料：社会福祉課（各年３月 31 日現在） 

（８）県内の再犯防止を取り巻く状況 

検挙人員数が減少する中、再犯者数もゆるやかな減少傾向にあります。 

一方で、再犯者率は上昇傾向にあり、令和元年で 51.0％となっています。 

 

◆県内の再犯者数・再犯者率の推移 

 

資料：法務省（各年 12 月 31 日現在） 

1,932 1,697
2,080 2,084

1,541

196
184

269 154

193

1,395
1,226

1,256
1,088

963

727

543

620
877

851

4,250

3,650

4,225 4,203

3,548

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

高齢者に関すること 障がい者に関すること
子どもに関すること その他

（人）

3,102 2,841 2,673 2,551 2,289

1,417 1,370 1,308 1,213 1,168

45.7% 48.2% 48.9% 47.5%
51.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

0

2,000

4,000

6,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

検挙人員数 再犯者数 再犯者率

（人）
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２ 各種調査から見える現状 

（１）市民アンケート調査から見る市民意識の現状 

調査の概要 

本調査は、市内在住の 18 歳以上の市民 2,000 人の方を対象に実施しました。 

実施概要及び回収結果は以下のとおりです。 

項 目 詳 細 

調査対象地域 下野市全域 

調査対象 
市内在住の 18 歳以上の市民 2,000 人 

年代別無作為抽出 

調査形式 アンケート調査 

配布・回収方法 郵送配布・郵送回収 

調査時期 令和３年７月９日～26 日 

有効回収数 985 件 

有効回収率 49.3％ 

調査結果の概要 

【地域への愛着】 

地域への愛着が「大いにある」「ある程度ある」と答えた方の割合は 75.1％となってお

り、前回調査から 11.4 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 図表中の「ｎ（number of case）」とは、その設問の回答者数を表しています。（以降同様） 

19.3 

17.2 

19.3 

55.8 

46.5 

49.9 

12.4 

20.0 

15.6 

8.1 

8.7 

8.4 

1.9 

3.0 

1.4 

2.4 

4.7 

5.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

前回：平成28年(n=832)

前々回：平成22年(n=777)

【地域への愛着・前回比較】

大いにある ある程度ある どちらともいえない

あまりない 全くない 不明・無回答
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【普段の近所付き合い】 

普段の近所付き合いについては「会えばあいさつをかわす」が 42.2％と最も高く、次い

で「たまに立ち話をする」が 28.1％となっています。 

一方、「付き合いがほとんどない」が 11.9％となっており、前回調査から 5.3 ポイント

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別に普段の近所付き合いの状況をみると、「付き合いがほとんどない」について若い

世代で高い傾向にあります。年代が高くなるほど、「常日ごろから、家族ぐるみの付き合い

がある」など親密な関係への回答が高くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.2 

28.1 

11.9 

5.0 

4.9 

4.5 

0.4 

3.0 

37.4 

25.2 

6.6 

8.2 

7.7 

7.9 

1.2 

5.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

会えばあいさつをかわす

たまに立ち話をする

付き合いがほとんどない

困っているとき（悩み、病気、事故など）に、

相談をしたり、助け合ったりする

一緒にお茶を飲んだり、

留守にするときに声をかけあう

常日ごろから、

家族ぐるみの付き合いがある

その他

不明・無回答

今回(n=985) 前回：平成28年(n=832)

10・20歳代

（n=192）

30歳代

（n=153）

40歳代

（n=162）

50歳代

（n=145）

60歳代

（n=161）

70歳代以上

（n=156）

会えばあいさつをかわす 57.3% 56.9% 48.8% 46.9% 21.7% 21.2% 42.2%

たまに立ち話をする 13.0% 16.3% 28.4% 31.7% 46.0% 37.2% 28.1%

付き合いがほとんどない 25.0% 16.3% 11.7% 7.6% 6.2% 1.3% 11.9%

困っているとき（悩み、病気、事故

など）に、相談をしたり、助け合っ

たりする

3.1% 2.6% 2.5% 4.1% 5.6% 12.2% 5.0%

一緒にお茶を飲んだり、留守にする

ときに声をかけあう
0.5% 3.3% 1.9% 2.1% 11.2% 9.0% 4.9%

常日ごろから、家族ぐるみの付き合

いがある
0.5% 3.3% 3.7% 4.1% 5.0% 10.9% 4.5%

全体

（n=985）

年代
あなたは、ふだん近所の人とどの程度の

付き合いをされていますか。
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【地域の中での問題点や不足していると思うこと】 

地域の中での問題点や不足していると思うことについては、「世代間の交流が少ない」が

29.5％と最も高く、次いで「隣近所との交流が少ない」が 25.7％、「特にない」が 24.0％

となっています。 

前回調査では「地域の問題や困りごとを隣近所の人と相談できない」「特にない」の選択

肢が無く単純な比較はできませんが、「世代間の交流が少ない」「道ばたのごみが増えた」

が５ポイント程度増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.5 

25.7 

24.0 

22.4 

17.1 

16.4 

16.3 

14.6 

11.8 

10.9 

6.1 

5.9 

4.5 

3.6 

4.7 

2.7 

23.6 

21.9 

28.2 

16.3 

13.3 

17.2 

10.6 

11.7 

6.7 

4.1 

5.3 

6.4 

10.5 

10.3 

0% 10% 20% 30% 40%

世代間の交流が少ない

隣近所との交流が少ない

特にない

災害時、緊急時の協力体制ができていない

地域の中で気軽に集まれる場が少ない

地域の活動が活発でない

交通マナーの乱れ

道ばたのごみが増えた

あいさつをしない人が多い

地域の問題や困りごとを

隣近所の人と相談できない

障がいのある人に対する理解が不足している

地域での子どもの見守りがなされていない

健康に対する意識が低い

犯罪の増加

その他

不明・無回答

今回(n=985) 前回：平成28年(n=832)
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【地域の中で課題を抱える世帯の状況】 

「引きこもり」や「8050 問題」、「ごみ屋敷」などの制度の狭間に該当する課題を抱え

る世帯を把握しているかについてみると、「わからない」が 49.3％と最も高く、次いで「い

ない」が 23.8％となっています。 

付き合い度合い別にみると、付き合いが深いほど地域課題に関心を持ち、状況を把握し

ている傾向にあり、付き合い度合いが「ある」では、「80 歳前後の親と、50 歳前後の無職

未婚の子が同居している」「仕事や学校に行かず、概ね６か月以上続けて自宅に引きこもっ

ている人がいる」が１割を超えています。 

 

●地域の中で課題を抱える世帯の状況×付き合いの度合い（クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ある（n=141） 少しある（n=693） ほとんどない（n=117）

80歳前後の親と、50歳前後の

無職未婚の子が同居している
12.8% 8.7% 2.6% 8.6%

仕事や学校に行かず、概ね

６か月以上続けて自宅に

ひきこもっている人がいる

10.6% 4.2% 2.6% 5.1%

建物や敷地内にごみなどを積

み上げた状態（いわゆる「ご

み屋敷」）で生活している

7.1% 4.6% 1.7% 4.7%

10代から30代前後で、就学や

就労していない人がいる
9.2% 3.5% 3.4% 4.6%

親の介護と子育てを同時にし

ている
7.8% 3.5% 2.6% 3.9%

働いているが、生活に支障が

あるほど経済的に困っている
4.3% 2.2% 1.7% 2.3%

子どもや高齢者、障がいなど

の各福祉分野に該当するサー

ビスなどがないため、必要な

支援を受けることができてい

ない人がいる

2.8% 1.4% 0.0% 1.4%

経済的な理由で、衣食住の確

保や病院の受診などができて

いない人がいる

3.5% 0.9% 1.7% 1.3%

犯罪や非行を繰り返している

人がいる
1.4% 0.9% 0.9% 0.9%

18歳未満の子どもが家族の世

話や介護をしている
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他お困りの人がいる 4.3% 3.2% 0.9% 3.4%

いない 32.6% 23.4% 12.8% 23.8%

わからない 24.1% 51.8% 70.9% 49.3%

22ページの選択肢で

右の３つ以外

「会えばあいさつをかわす」

「たまに立ち話をする」
「付き合いはほとんどない」

全体（n=985）

付き合い度合いあなたの住んでいる地域の中に、以

下のように見受けられる世帯はあり

ますか。

（付き合い度合いに関する

分析の判定条件）
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課題を抱える世帯を把握しているかについて、福祉への関心別にみると、概ね福祉への

関心が高いほど課題を把握している傾向にあります。 

特に、「親の介護と子育てを同時にしている」「子どもや高齢者、障がいなどの各福祉分

野に該当するサービスなどがないため、必要な支援を受けることができない人がいる」に

ついては、福祉への関心が「とてもある」で全体に比べ５ポイント以上高くなっており、福

祉への関心が高い人で、制度の狭間への関心が高いことが伺えます。 

一方で、全体をとおして「18 歳未満の子どもが家族の世話や介護をしている」いわゆる

ヤングケアラーの把握がなされていないことから、さらなる周知や啓発、支援体制の拡充

が課題となっています。 

 

●地域の中で課題を抱える世帯の状況×福祉への関心（クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とてもある

（n=103）

ある

（n=539）

あまりない

（n=264）

全くない

（n=24）

80歳前後の親と、50歳前後の

無職未婚の子が同居している
10.7% 9.5% 5.3% 8.3% 8.6%

仕事や学校に行かず、概ね

６か月以上続けて自宅に

ひきこもっている人がいる

8.7% 4.3% 4.5% 0.0% 5.1%

建物や敷地内にごみなどを積

み上げた状態（いわゆる「ご

み屋敷」）で生活している

6.8% 5.2% 3.4% 0.0% 4.7%

10代から30代前後で、就学や

就労していない人がいる
7.8% 4.5% 4.2% 0.0% 4.6%

親の介護と子育てを同時にし

ている
11.7% 3.2% 2.7% 4.2% 3.9%

働いているが、生活に支障が

あるほど経済的に困っている
5.8% 2.2% 1.5% 0.0% 2.3%

子どもや高齢者、障がいなど

の各福祉分野に該当するサー

ビスなどがないため、必要な

支援を受けることができてい

ない人がいる

6.8% 1.3% 0.0% 0.0% 1.4%

経済的な理由で、衣食住の確

保や病院の受診などができて

いない人がいる

1.9% 1.7% 0.8% 0.0% 1.3%

犯罪や非行を繰り返している

人がいる
1.9% 0.6% 1.1% 0.0% 0.9%

18歳未満の子どもが家族の世

話や介護をしている
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他お困りの人がいる 6.8% 3.2% 2.7% 0.0% 3.4%

いない 20.4% 24.9% 21.6% 20.8% 23.8%

わからない 38.8% 49.5% 55.3% 54.2% 49.3%

全体（n=985）

福祉への関心あなたの住んでいる地域の中に、以

下のように見受けられる世帯はあり

ますか。



第２章 地域福祉をめぐる市の現状と課題 

20 

 

12.4 

10.9 

11.6 

1.6 
6.5 

16.0 

13.8 

21.7 

15.4 

11.2 

12.7 

15.8 

2.6 
16.3 

15.4 

9.0 

14.9 

10.9 

21.0 

17.5 

21.8 

18.8 

13.7 

21.0 

26.9 

21.7 

25.0 

39.9 

43.6 

38.7 

59.4 

47.7 

34.6 

37.2 

28.6 

30.8 

9.2 

11.8 

7.9 

13.5 

11.8 

6.8 

7.6 

6.2 

9.6 

6.3 

3.4 

4.2 

4.2 

3.9 

6.2 

5.5 

6.8 

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

前回：平成28年(n=832)

前々回：平成22年(n=777)

10歳代・20歳代(n=192)

30歳代(n=153)

40歳代(n=162)

50歳代(n=145)

60歳代(n=161)

70歳代以上(n=156)

現在、継続的に取り組んでいる

たまに、取り組むことがある

取り組んだことはあるが、現在はほとんどしていない

取り組んだことはない

取り組むことができない

不明・無回答

 

 

【各種支援活動】 

地域や住民に対する各種の支援活動等への取り組み状況についてみると、「取り組んだこ

とはない」が 39.9％と最も高く、次いで「取り組んだことはあるが、現在はほとんどして

いない」が 21.0％となっています。 

「現在、継続的に取り組んでいる」は 12.4％となっており、前回調査からわずかに増加

しています。 

年代別にみると、40 歳代と 60 歳代で「現在、継続的に取り組んでいる」「たまに、取

り組むことがある」の合計が３割を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の各種支援活動への取り組み意欲についてみると、「機会があれば取り組んでもよい」

が 46.2％と最も高く、これに「積極的に取り組んでいきたい」と「できるだけ取り組んで

いきたい」をあわせると 61.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

3.1 

2.0 

12.6 

14.3 

46.2 

49.0 

19.9 

16.3 

11.0 

13.0 

7.2 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

前回：平成28年(n=832)

【各種支援活動への意欲・前回比較】

積極的に取り組んでいきたい できるだけ取り組んでいきたい

機会があれば取り組んでもよい あまり取り組みたくない

取り組むことができない 不明・無回答
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【まちの暮らしやすさ】 

子どもや高齢者、障がいのある人などにとってのまちの暮らしやすさについてみると、

全体では「まあまあ暮らしやすいと思う」が 45.3％と最も高く、次いで「わからない」が

23.7％、「暮らしやすいと思う」が 12.4％となっています。 

過去の調査と比較すると、平成 22 年から平成 28 年は概ね横ばい傾向であったところ

から、平成 28 年の調査と比較すると今回の調査では「暮らしやすいと思う」が 4.3 ポイ

ント、「まあまあ暮らしやすいと思う」が 4.9 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもや高齢者、障がいのある人などに限らず、様々な悩みや困難を抱える方にとって、

相談がしやすいなど、暮らしやすいまちだと思うかについてみると、「まあまあ暮らしやす

いと思う」が 37.2％と最も高く、次いで「わからない」が 35.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 

8.1 

7.7 

45.3 

40.4 

40.8 

9.0 

11.2 

13.8 

5.4 

9.3 

8.4 

23.7 

26.7 

25.9 

4.3 

4.4 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

前回：平成28年(n=832)

前々回：平成22年(n=777)

【まちの暮らしやすさ（子どもや高齢者・障がいのある人）

・前回比較】

暮らしやすいと思う まあまあ暮らしやすいと思う

あまり暮らしやすいとは思わない 暮らしやすいとは思わない

わからない 不明・無回答

7.6 

12.4 

37.2 

45.3 

9.2 

9.0 

6.0 

5.4 

35.6 

23.7 

4.4 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもや高齢者、障がいのある

人などに限らず、様々な悩みや

困難を抱える方の暮らしやすさ

子どもや高齢者、障がいの

ある人の暮らしやすさ

暮らしやすいと思う まあまあ暮らしやすいと思う

あまり暮らしやすいとは思わない 暮らしやすいとは思わない

わからない 不明・無回答
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【福祉サービスの情報の入手状況】 

自分に必要な福祉サービスの情報の入手状況についてみると、全体では「十分ではない

が、入手できている」が 34.1％と最も高く、次いで「今のところ情報を得る必要がない」

が 29.5％、「入手できていない」が 27.8％となっています。 

前回調査と比較すると、「入手できていない」が 7.5 ポイント減少している一方、「今の

ところ情報を得る必要がない」が 5.5 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉サービスに関する情報の入手先】 

福祉サービスに関する情報の入手先についてみると、「市役所の窓口や広報紙」が 76.1％

と最も高く、次いで「インターネット」が 33.2％、「近所の人・知人・友人」が 22.9％と

なっています。 

前回調査と比較すると、「インターネット」が 8.2 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.1 

33.2 

22.9 

17.3 

11.2 

10.6 

10.4 

6.9 

4.8 

4.3 

0.3 

71.8 

25.0 

23.2 

17.1 

13.2 

17.5 

10.0 

10.7 

8.6 

3.2 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

市役所の窓口や広報紙

インターネット

近所の人・知人・友人

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

社会福祉協議会

居宅介護支援事業者（ケア

マネジャー）やホームヘルパー

地域包括支援センター

地域子育て支援センター

民生委員児童委員

その他

不明・無回答

今回(n=376) 前回：平成28年(n=280)

4.1 

1.9 

34.1 

31.7 

27.8 

35.3 

29.5 

24.0 

4.5 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

前回：平成28年(n=832)

【福祉サービスの情報の入手状況・前回比較】

十分入手できている 十分ではないが、入手できている

入手できていない 今のところ情報を得る必要がない

不明・無回答 test
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【犯罪をした人の立ち直りへの協力意向】 

犯罪をした人の立ち直りに協力したいかについてみると、「わからない」が 31.7％と最

も高くなっています。 

また、「思わない」「どちらかといえば思わない」の合計が 39.4％と、「思う」「どちらか

といえば思う」の合計の 26.9％を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

【下野市地域福祉計画・地域福祉活動計画の認知度】 

下野市地域福祉計画・地域福祉活動計画の認知度について、内容まで「知っている」割合

はそれぞれ 4.7％・3.7％と、１割未満になっています。 

「計画名は知っているが、内容は知らない」の割合はいずれも２割程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民の参加/協力の必要性の認知度】 

地域福祉を進めるためには、市民の参加・協力が必要とされていることの認知度につい

て、「知らない」が 57.2％と、「知っている」の 38.8％を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

38.8 57.2 4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

【市民の参加/協力の必要性の認知度】

知っている 知らない 不明・無回答 test

4.8 22.1 20.1 19.3 31.7 2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

【犯罪をした人の立ち直りへの協力】

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない

思わない わからない 不明・無回答

4.7 

3.7 

21.2 

20.0 

69.4 

71.1 

4.7 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域福祉計画(n=985)

地域福祉活動計画(n=985)

【下野市地域福祉計画・地域福祉活動計画の認知度】

知っている 計画名は知っているが、内容は知らない

計画名も内容も知らない 不明・無回答
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【保健福祉施策をより充実していくために重要な取り組み】 

保健福祉施策をより充実していくために重要と考える取り組みについてみると、「災害時

に支援を必要とする人の把握と支援体制を充実させる」が 48.6％と最も高く、次いで「隣

近所など、周囲の理解と協力による、支え合い助け合えるまちづくりをすすめる」が 38.2％、

「どんなことでも相談できる、相談支援体制を充実させる」が 35.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6 

38.2 

35.4 

34.0 

33.5 

29.9 

25.7 

24.0 

22.6 

20.9 

18.5 

17.2 

7.6 

7.3 

2.5 

5.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

災害時に支援を必要とする人の把握と

支援体制を充実させる

隣近所など、周囲の理解と協力による、

支え合い助け合えるまちづくりをすすめる

どんなことでも相談できる、

相談支援体制を充実させる

交通の利便性の確保をすすめる

道路の段差解消など、バリアフリー化をすすめる

健康や福祉についての情報提供を充実させる

健康づくりや生きがいづくりが

盛んなまちづくりをすすめる

生活が困窮した方への援助を充実させる

年齢や障がいの有無にかかわらず

地域で活動できる機会をつくる

悩みや困難を抱える人を見つける

仕組みづくりをすすめる

世代や属性を超えて相談や交流ができる、

場や居場所を地域に整備する

ボランティア団体など

住民活動への援助を充実させる

成年後見制度などの

権利擁護にかかる取り組みを推進する

犯罪をした者が社会に復帰するための

支援を推進する

その他

不明・無回答

n=985
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（２）団体アンケート・ヒアリング調査から見る現状 

調査の概要 

本調査は、市内で活動する団体・事業者等を対象に実施しました。 

実施概要及び回収結果は以下のとおりです。 

実施概要 

調査の実施にあたっては、はじめに郵送配布・郵送回収による調査票での調査を行い、

その後一部団体について詳細な聞き取り調査を行う形式で実施しました。 

項 目 調査票での調査 聞き取り調査 

調査対象 
下野市内で活動される団体・事業者等 

（調査票 69 件、聞き取り６件） 

調査形式 アンケート調査 ヒアリング調査 

調査時期 令和３年７月 13 日～８月６日 令和３年８月 25 日～31 日 

回収状況 （調査票での調査） 

対 象 調査票配布数 有効回収数 有効回収率 

市内団体・事業者等 69 件 56 件 81.2％ 
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調査結果の概要 

アンケート・ヒアリング調査の中で、複数の団体から回答があったものなど主要な意見

について、以下に分野ごとに取りまとめています。 

記号の説明 ▷：アンケート調査のご意見 ☆：ヒアリング調査のご意見 

 

●地域の中で課題に感じることについて 

▷地域の中で課題に感じることについて、「世代間の交流が少ない」が 48.2％と最も高

く、次いで「隣近所との交流が少ない」が 41.1％となっています。活動内容別にみる

と、障がい者福祉に関する活動団体では「障がいのある人に対する理解が不足してい

る」が 70.0％と高くなっていますが、その他の活動内容では１割台と差がみられま

す。 

▷地域課題として「世代間での価値観の違いがある」という回答が多くあり、今後多様

な主体間での連携などを通して世代間交流に取り組んでいきたいという回答も挙げら

れています。 

▷また、隣近所の交流が薄いことも課題として挙げられており、中でも地域とのつなが

りが薄いために必要な支援を受けられていない世帯への支援として有償ボランティア

等のサービスを有効的に行っている団体もあるとの回答があります。 

☆ヒアリングでは、地域における多様な方の理解については、障がい者や認知症の方、

外国人などへの理解が不足している人もおり、その解消に向けては、障がいの有無や

その他の属性に捉われず、当事者の個性を活かすことのできる場づくり・機会づくり

が重要だという意見が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉

（n=17）

障がい者福祉

（n=10）

子育て支援

（n=16）

地域づくり・

コミュニティ

（n=13）

世代間の交流が少ない 41.2% 60.0% 31.3% 69.2% 48.2%

隣近所との交流が少ない 29.4% 50.0% 37.5% 53.8% 41.1%

地域の中で気軽に集まれる場が少な

い
35.3% 50.0% 25.0% 23.1% 32.1%

地域の活動が活発でない 41.2% 20.0% 18.8% 30.8% 28.6%

障がいのある人に対する理解が不足

している
17.6% 70.0% 12.5% 15.4% 25.0%

地域の問題や困りごとを隣近所の人

と相談できない
23.5% 50.0% 12.5% 15.4% 23.2%

災害時、緊急時の協力体制ができて

いない
23.5% 20.0% 6.3% 38.5% 21.4%

活動を通じて、地域の中で課題に感じる

ことは何ですか。

（全体で２割以上の選択肢を抜粋）

全体（n=56）

活動内容
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●課題のある世帯の状況について 

▷「80 歳前後の親と、50 歳前後の無職未婚の子が同居している」が 18.5％と最も高

く、「建物や敷地内にごみなどを積み上げた状態（いわゆる「ごみ屋敷」）で生活して

いる」が 14.8％となっています。 

☆ヒアリングでは、80 歳前後の親と、50 歳前後の無職未婚の子が同居しているいわゆ

る 8050 問題については、経済的な問題や家庭内の状況などから、支援が難しく、課

題が複雑になっているという意見が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5 

14.8 

11.1 

11.1 

9.3 

9.3 

7.4 

7.4 

3.7 

3.7 

1.9 

0.0 

61.1 

5.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

80歳前後の親と、50歳前後の

無職未婚の子が同居している

建物や敷地内にごみなどを積み上げた状態

（いわゆる「ごみ屋敷」）で生活している

親の介護と子育てを同時にしている

働いているが、生活に支障があるほど経済的に困っている

10代から30代前後で、就学や就労していない人がいる

いない

子どもや高齢者、障がいなどの各福祉分野に該当するサービスな

どがないため、必要な支援を受けることができていない人がいる

その他お困りの人がいる

仕事や学校に行かず、概ね6か月以上続けて

自宅にひきこもっている人がいる

経済的な理由で、衣食住の確保や

病院の受診などができていない人がいる

犯罪や非行を繰り返している人がいる

18歳未満の子どもが家族の世話や介護をしている

わからない

不明・無回答

【活動を通じて、地域の中に以下のように見受けられる人や世帯がありますか。】

n = 54
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●各団体の活動推進について 

▷各団体の活動を推進していく上での課題としては、活動を企画・運営するメンバー及

びイベント等に訪れる参加者の双方の減少について多く回答があります。 

 地域活動に参画する人材が減少している要因としては、高齢化や生活様式の変化、地

域のつながりに対する意識の希薄化が挙げられています。 

 こうした要因への対応に向けて、様々な年代が参加しやすいイベント内容の企画や交

通手段の確保、生活様式の変化に対応した休日等のイベントの開催、地域のつながり

意識の醸成等が方向性として挙げられています。 

▷団体メンバー間での連絡手段の活用状況としては、SNS 等を効果的に活用し連絡を

取っているという回答があった一方、こうしたツールの利用方法がわからない、活動

の性質上難しいという回答もあります。 

▷地域住民のイベント参加やサービス利用等の促進にかかる情報提供手段では、「市の

広報紙や窓口での案内を通して」「その他」が 40.7％と最も多く、「その他」の内容と

しては団体独自の紙媒体による情報提供が多くなっています。次いで、「社会福祉協議

会を通して」が 29.6％となっています。 

 職員数・会員数別にみると、20 人以下の団体・事業者で「インターネット（ホームペ

ージ）を通して」が全体と比較して 23.3 ポイント高くなっています。 

☆ヒアリングにおいては、団体活動に中心的に取り組むリーダーのなり手がいないとい

う意見が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20人以下

（n=19）

21～50人

（n=15）

51人以上

（n=15）

市の広報紙や窓口での案内を通して 47.9% 33.3% 33.3% 40.7%

社会福祉協議会を通して 36.8% 20.0% 33.3% 29.6%

近所の人・知人・友人の口コミ等を

通して
26.3% 33.3% 20.0% 25.9%

インターネット（ホームページ）を

通して
47.4% 20.0% 6.7% 24.1%

新聞・雑誌・テレビ・ラジオを通し

て
36.8% 13.3% 13.3% 20.4%

その他 31.6% 46.7% 53.3% 40.7%

貴団体・事業者では、地域活動情報をど

のように発信していますか。

（全体で２割以上の選択肢を抜粋）

全体（n=56）

職員数・会員数
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●多様な主体との連携・協働による地域福祉活動の推進について 

▷地域活動を行う上での他の団体や機関等との交流や連携、協力関係がある相手につい

てみると、「社会福祉協議会」が 58.9％と最も高く、次いで「小・中学校・高校」「自

治会」「行政」が約５割となっています。 

 活動内容別にみると、「自治会」は高齢者福祉、地域づくり・コミュニティ分野の団体

で高いものの、障がい者福祉、子育て支援分野の団体で低くなっています。 

 また、「ボランティア団体」は地域づくり・コミュニティ分野の団体では 61.5％と高

くなっていますが、他の活動内容では３割以下となっています。 

☆ヒアリング等においては、活動にあたってのアイデアや、地域課題を共有するために、

団体同士での交流の機会や、情報交換の仕組みがあればよいという意見が挙げられて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉

（n=17）

障がい者福祉

（n=10）

子育て支援

（n=16）

地域づくり・

コミュニティ

（n=13）

社会福祉協議会 64.7% 60.0% 50.0% 61.5% 58.9%

小・中学校・高校 41.2% 50.0% 62.5% 46.2% 50.0%

自治会 82.4% 20.0% 12.5% 69.2% 48.2%

行政 29.4% 80.0% 43.8% 53.8% 48.2%

ボランティア団体 29.4% 30.0% 25.0% 61.5% 35.7%

老人クラブ 47.1% 10.0% 25.0% 46.2% 33.9%

貴団体・事業者では、地域活動を行う上

で他の団体や機関等との交流や連携、協

力関係がありますか。

（全体で３割以上の選択肢を抜粋）

全体（n=56）

活動内容
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●地域福祉活動推進にあたって重要な施策について 

▷保健福祉施策をより充実していくために、重要と考える取り組みについてみると、「災

害時に支援を必要とする人の把握と支援体制を充実させる」「健康や福祉についての

情報提供を充実させる」が 51.8％と最も高く、次いで「隣近所など、周囲の理解と協

力による、支え合い助け合えるまちづくりをすすめる」が 50.0％となっています。 

 活動内容別にみると、障がい者福祉分野で活動する団体では「成年後見制度などの権

利擁護にかかる取り組みを推進する」が全体と比較して 27.5 ポイント高い 40.0％

となっています。 また、地域づくり・コミュニティ分野で活動する団体では「ボラン

ティア団体など住民活動への援助を充実させる」が 76.9％と高くなっています。 

☆ヒアリング等においては、独居高齢者や地域とのつながりが乏しい方に情報を提供す

るための仕組みをどう構築していくかが課題だという意見が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉

（n=17）

障がい者福祉

（n=10）

子育て支援

（n=16）

地域づくり・

コミュニティ

（n=13）

災害時に支援を必要とする人の把握と支援体

制を充実させる
52.9% 40.0% 62.5% 46.2% 51.8%

健康や福祉についての情報提供を充実させる 52.9% 50.0% 43.8% 61.5% 51.8%

隣近所など、周囲の理解と協力による、

支え合い助け合えるまちづくりをすすめる
52.9% 40.0% 43.8% 61.5% 50.0%

健康づくりや生きがいづくりが盛んなまちづ

くりをすすめる
52.9% 50.0% 25.0% 46.2% 42.9%

どんなことでも相談できる、相談支援体制を

充実させる
17.6% 40.0% 68.8% 38.5% 41.1%

交通の利便性の確保をすすめる 35.3% 50.0% 31.3% 46.2% 39.3%

世代や属性を超えて相談や交流ができる、

場や居場所を地域に整備する
41.2% 50.0% 12.5% 53.8% 37.5%

年齢や障がいの有無にかかわらず地域で活動

できる機会をつくる
29.4% 50.0% 31.3% 38.5% 35.7%

ボランティア団体など住民活動への援助を充

実させる
23.5% 30.0% 12.5% 76.9% 33.9%

道路の段差解消など、バリアフリー化をすす

める
23.5% 40.0% 31.3% 46.2% 33.9%

悩みや困難を抱える人を見つける仕組みづく

りをすすめる
35.3% 40.0% 18.8% 38.5% 32.1%

成年後見制度などの権利擁護にかかる取り組

みを推進する
5.9% 40.0% 6.3% 7.7% 12.5%

下野市の保健福祉施策をより充実していくため

に、重要と考える取り組みはどれですか。

（いずれかの区分で４割以上の選択肢を抜粋）

全体（n=56）

活動内容
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（３）住民懇談会から見る現状 

地域で活動している市民の方から、地域の現状や課題、地域を良くするためのアイデア

などをお聞きし、本計画を策定するにあたっての基礎資料とすることを目的として、ワー

クショップ形式の懇談会を実施しました。 

 

実施概要 

ワークショップでは幅広い層からご意見を伺うため、普段地域で活動されている方や地

域福祉分野に携わっている方から構成される「深めるチーム」と、大学生等を中心とした

若い世代の方から構成される「広げるチーム」の２つのチームを組織し開催しました。 

 

深めるチーム 

項 目 詳 細 

対象 普段地域で活動されている方や地域福祉分野に携わっている方 

日程 令和３年８月２日 午前 10 時～正午 

実施方法 対面開催 

参加者数 18 名 

実施 

プログラム 

深めるチームにおいては、地域の状況や課題をお伺いし、今後への

アイデアをいただくという趣旨で、以下のプログラムにて実施しま
した。 

【地域の状況の共有】 

 地域の課題や状況について参加者より発表い
ただき、模造紙及び付箋を用いて整理を行いま
した。 

 

【解決アイデアの検討】 

 整理された課題に対して、どのような解決ア
イデアがあるか検討いただきました。 
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広げるチーム 

項 目 詳 細 

対象 大学生等を中心とした若い世代の方 

日程 令和３年８月 29 日 午前 10 時～正午 

実施方法 オンライン開催 

参加者数 18 名 

実施 

プログラム 

大学生等を中心とした若い世代の方にも参加していただき、それぞ
れの立場から感じる課題意識をもとに、よりよい地域づくりに向け
て何が必要かを議論していただくことを趣旨として、以下のプログ
ラムにて実施しました。 

【地域で生活する人には、どんな困りごとがあるだろう】 

 地域の生活で、自分や家族が困ったことについ
て見聞きした内容について、オンライン上の付箋
に書き出していただきました。 

 書いた意見を共有しながら、簡単に似た意見
を集めて整理しました。 

 

 

【登場人物をつくってみよう】 

 議論の中で出た意見をみながら、「登場人物」をつくりました。 

 名前や年齢なども考えることで、よりリアリティをもって地域の
困りごとを考えることができました。 

【困りごとの解決には何があるとよいだろう】 

 登場人物が抱える困りごとについて、どうしたら解決できるかを考
えました。 

 解決ストーリーを、４コマ漫画の形で完成させました。 

【自分にもできることがあるだろうか】 

 完成したストーリーをみながら、「自分ならどんなことができるだ
ろう？」を考え、各自チャットに書き込んでもらいました。 
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結果概要 

深めるチーム 

議論の中で多く出た課題として、隣近所の付き合い、集いの場や身近な地域での活動、

移動手段、ボランティア等の活動がありました。 

隣近所の付き合いについては、人間関係が希薄になっている、若い方への声掛けが難し

い、支援を必要な方の状況が分かりづらいといった課題が挙げられました。解決に向けて

地域でできることとしては、あいさつや日頃の声掛け、互いに気に掛ける関係づくりが必

要だという意見がありました。 

地域の集いの場や自治会を含めた身近な地域での活動については、ふれあいサロンや認

知症カフェ、老人会など、地域に根差した様々な集いの場において地域のつながりが形成

されている一方で、こうした取組への参加者の減少や、運営側の負担について課題が挙げ

られています。また、自治会に関することとして、未加入世帯への啓発、役員等のなり手の

確保が課題であるという意見がありました。こうした課題を踏まえ地域でできることとし

ては、積極的に集いの場やイベントに参加することや、趣味を活かした活動を行うことが

挙げられています。 

移動手段については、買い物をはじめとした日常生活において、特に免許を返納した方

にとって課題であるという意見がありました。また、イベント等の地域交流への参加にあ

たっても、移動手段がないことが障壁になっている場合があることから、解決に向けては

デマンド交通等の移動手段の確保が必要だという意見がありました。こうした課題につい

て、行政・社会福祉協議会にお願いしたいこととして移動手段の確保が挙げられています。 

ボランティア等の活動への参加については、ボランティア活動等でリーダーとして活躍

される方の高齢化に伴い、ノウハウを引き継いでいくことや、地域で活動する人材の育成

が課題として挙げられています。地域でできることとしては、活動への参加とあわせて、

日常生活の支援を行う有償ボランティア等の活動の活性化に向けた情報発信等について意

見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成した模造紙 
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広げるチーム 

地域の困りごととしては、高齢者や障がい者の地域参加、移動手段、情報提供、地域のつ

ながりの希薄化など、幅広い分野から課題が挙げられました。さらに、インターネットの

活用や、世代間交流、親世代の定年後の地域活動への参加など、大学生を中心とした若い

世代ならではの課題意識がみられました。 

こうした課題のうち、「地域活動に参加したいが機会のない大学生」「移動手段がない高

齢者」「地域活動への多世代の参加」について、課題解決に向けた提案や、自分たちにでき

ることを考えていただきました。 

その中で、地域活動への参加にあたっては敷居を下げることが重要だという意見が挙げ

られました。また、移動手段の確保に向けた支援に関する情報提供が重要であり、家族や

ご近所など周りの方の手助けによって解決できるという案が示されました。地域活動への

参加に関しては、SNS 等の活用により若い世代の参加を促進することができ、世代間交流

が生まれるきっかけになるという意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案された４コマ漫画による解決ストーリー 



 

35 

 

 

３ 第２期計画取組の進捗状況 

第２期計画の進捗状況について、同計画の進捗管理などを目的とする「第２期下野市地

域福祉計画推進委員会」において検討した結果は以下のとおりです。 

基本目標１ ふれあい、支え合い、助け合いの輪が広がる地域づくり 

取組 進捗状況 

① 
ふれあい交流

の促進 

市 

地域活動団体や学校、スポーツ団体、サロン運営ボランテ

ィア等がふれあい交流の場や機会づくりに取り組みまし

た。 

社会福祉

協議会 

しもつけふくしフェスタや三世代交流事業等の実施な

ど、関係機関・団体と連携し、市民同士が交流する機会を

創出しました。また、市民ニーズの高まりに応じて、サロ

ンの運営体制の強化を図りました。 

② 

地域交流の場

となる拠点づ

くり 

市 

公民館では各種講座の実施やサークル活動等の支援を行

い、障がい者施設では地域のイベントをとおして障がい

者の自立支援や社会参加を促しました。また、公共施設に

おいては、利用者が安心して利用できるよう改修工事や

サービス提供内容の向上に取り組みました。 

社会福祉

協議会 

市民の福祉活動の拠点として、コミュニティ施設や公民

館などの既存施設の活用に努めました。 

③ 

地域を支え、育

むコミュニテ

ィづくり 

市 

組織・団体間の連携推進に向けたネットワーク構築や、ガ

イドブックやオンライン等での情報発信を通して、自治

会や地域活動団体等によるコミュニティづくりの活動を

支援しました。 

社会福祉

協議会 

コミュニティ組織を中心に地域活動の支援を行いなが

ら、３か所の地区社会福祉協議会の整備に努めました。 

④ 

支え合いネッ

トワークの充

実 

市 

地域の高齢化が進む中で、ゴミ出し等の日常生活から防

災対策まで、他分野において見守り・支え合いのネットワ

ークづくりに取り組みました。 

社会福祉

協議会 

地域包括支援センターと連携し生活支援体制整備事業を

進め、市民主体の有償ボランティア組織などの新たな社

会資源の開発につながり、市民の困りごとの解決に取り

組みました。 
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基本目標２ 安全・安心な暮らしやすいまちづくり 

取組 進捗状況 

① 
福祉サービス

の充実 

市 

地域包括ケア体制の充実に向け、関係機関による連携の

ための会議や研修会等を開催しました。また、仕事と育児

の両立を支援するファミリー・サポートセンターの活動

の充実や、生活困窮者の相談支援に取り組みました。 

社会福祉

協議会 

在宅福祉の充実を図るべく福祉サービスの提供や福祉用

具の貸出等を行ったほか、権利擁護や生活福祉資金・小口

貸付のニーズ増に対応しました。 

② 
健康づくりの

推進 

市 

市民の健康づくりの意識向上を図るため、健康推進員及

び食生活改善推進員養成講座を実施しました。また、各種

検診のネット申込みや託児を行うことで、受診率の向上

を図りました。 

社会福祉

協議会 

各地域のサロン等に出向き、地域包括支援センターなど

の関係機関・関係団体と連携し、健康維持のための講座開

催や相談対応を行い、健康の維持・向上に努めました。 

③ 
防犯・防災体制

の充実 

市 

地域が主体となった災害対策の推進に向け、自主防災組

織の組織化や避難訓練を支援したほか、避難にあたり支

援が必要な方への支援体制整備を進めました。また、ボラ

ンティアによる見守りや社会基盤の整備を通して防犯体

制の充実に取り組みました。 

社会福祉

協議会 

災害ボランティアセンターの設置訓練を実施したほか、

災害発生時には養成講座で育成したボランティアと協力

し運営することができました。また、災害時対応マニュア

ルを随時見直し、新型コロナウイルス感染症対策を追加

しました。 

④ 
バリアフリー

の推進 

市 

施設整備や公共交通等の移動支援とあわせて、障がい者

理解の促進に向けた啓発の実施により、ハード・ソフト両

面からバリアフリーを推進しました。 

社会福祉

協議会 

広報誌等の点訳や音訳 CD を作成し利用者に提供する

とともに、ボランティアグループの育成に取り組みまし

た。また、福祉バスの運行を行いました。 

⑤ 
生きがいづく

りの支援 

市 
生涯学習やスポーツ等の活動をとおして交流を図りなが

ら、生きがいづくりにつなげる支援に取り組みました。 

社会福祉

協議会 

老人クラブの活性化を支援するため、人材育成や団体へ

の加入促進を行いました。 
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基本目標３  地域福祉を推進するためのしくみづくり 

取組 進捗状況 

① 
相談体制の充

実 

市 

障がい児者相談支援センターを新たに設置したほか、生

活困窮支援・子育て支援など様々な分野で相談支援に取

り組みました。また、民生委員児童委員などの活動におい

ても、包括的な相談支援に取り組みました。 

社会福祉

協議会 

生活困窮者自立支援事業において、利用者に寄り添いな

がら自立に向けた相談及び支援を行いました。また、心配

ごと相談や無料法律相談など各種相談においても関係機

関と連携し相談体制の充実を図りました。 

② 
広報・啓発活動

の強化 

市 

広報紙や保健福祉ガイドブックの配布のほか、情報のア

プリ上への掲載等オンライン化により、より多くの人に

広報・啓発を実施できるよう取り組みました。 

社会福祉

協議会 

社協だよりやホームページを活用し、地域福祉に関する

広報・啓発活動を行いました。 

③ 
福祉・人権教育

の推進 

市 
講演会・講座やイベントを通して、福祉や人権に関する意

識の醸成と周知啓発を推進しました。 

社会福祉

協議会 

学校と連携し、ボランティア活動の促進や福祉教育の推

進を図りました。 

④ 
地域リーダー

の育成 

市 

ボランティア等に取り組む人材育成を目指した講座の開

催や、生活支援コーディネーターによる地域への働き掛

けをとおして、地域活動の核となるリーダーの育成に取

り組みました。 

社会福祉

協議会 

地区社協組織の整備を進める中で、コミュニティ組織と

連携し地域活動の担い手の発掘に取り組みました。 

⑤ 
ボランティア

の育成 

市 

ボランティアバンク登録者の活動機会の創出と、市民へ

の学習機会の提供を図ることで、活動の活性化に努めま

した。 

社会福祉

協議会 

ボランティアセンター機能の充実に向けて、ボランティ

アコーディネーター２名を専従で配置するなど運営強化

に努めました。また、ボランティア同士の連携強化、ボラ

ンティアの担い手やリーダーの育成、活動の支援に取り

組みました。 
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４ 現状から見える課題 

（１）地域活動や啓発活動を担う人づくり 

市民アンケート調査の結果をみると、地域活動に「現在、継続的に取り組んでいる」と答え

た方は５年前からわずかに増加しているものの１割台となっている一方で、今後の取り組み意

向については大きな変化がない状況です。住民懇談会や各種調査の記述回答においても、主体

的に地域活動に取り組む意識が不足しているという課題が挙げられており、支え合いの意識の

啓発や、地域活動への参加に向けた情報提供の充実が必要だと考えられます。 

地域活動団体においては、高齢化に伴う地域活動の担い手不足が課題として挙げられて

おり、主体的に活動できる人材の育成が求められています。 

また、障がい者・認知症の方等への地域の理解が不足しているという意見も挙げられて

います。これまでも広報や講演会、講座、イベント等を通して啓発や福祉教育を推進して

きましたが、より一層の充実が課題となっています。 

（２）つながりの中で安心して暮らせる地域づくり 

「地域への愛着がある」と答えた方が増加している一方で、「付き合いがほとんどない」

と答えた方も増加しています。また、地域活動団体においては、世代間交流や隣近所との

交流が地域の課題として多く挙げられています。 

こうした地域の日常的なつながりづくりに向けては、日頃からの交流や、気軽に参加で

きる場の整備、団体間の連携を含めた活動の活性化支援が必要だと考えられます。 

また、市民アンケート調査・団体アンケート調査ともに、今後重要だと考える施策の中

で「災害時に支援を必要とする人の把握と支援体制を充実させる」が最も高くなっており、

第２期計画においても取り組んできた地域防災力の向上のため、より一層取組を浸透させ

ていくことが求められています。 

（３）支援を必要とする人が適切な支援を受けられる仕組みづくり 

子どもや高齢者、障がい者にとって「暮らしやすいと思う」と答えた方は約６割と前回

調査から増加した一方で、子どもや高齢者、障がい者に限らず、様々な悩みや困難を抱え

る方にとっての暮らしやすさの評価は比較的低く、制度の狭間への対応に課題がみられる

ことから、包括的かつ重層的な支援体制の整備が求められています。 

市民アンケート調査によると、付き合い度合いや福祉への関心が高いほど地域における

困難を抱える方を把握している傾向にあります。誰もが安心して暮らせる地域の実現に向

けては、支援体制の整備とともに、地域活動や啓発活動を担う人づくりに関する取組と連

携し、日頃のつながりづくりを推進することも重要だと考えられます。 

また、福祉サービスの情報を入手できている割合は約４割となっており、ヒアリングや

住民懇談会等においては、地域とのつながりが薄く情報を得にくい方が情報を得るための

仕組みづくりが重要だという課題が挙げられていることから、より多くの人が情報を得や

すい取組について検討することが課題となっています。 

犯罪をした人の立ち直りに関しては、市民へのアンケート調査によると「協力したい」

と答えた方が「協力したくない」と答えた方を下回っており、地域への啓発が求められて

います。 
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１ 基本理念 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

基本理念○○の実現に向けて取り組む基本目標を、本市の地域課題を踏まえ以下のよう

に設定します。 

（１）地域福祉を担う人づくり 

地域福祉の担い手は市民一人ひとりです。 

誰もが活躍できる地域社会を目指して、地域の中で「支え手」「受け手」の関係を超えて

支え合い、主体的に地域へと参画する市民意識の醸成を図ります。 

また、地域活動が盛んなまちを目指して、ボランティアや地域活動団体・自治会といっ

た、地域で活躍する団体の担い手の育成に取り組みます。 

（２）支え合いの輪が広がる地域づくり 

誰もが安全・安心に自分らしく活躍して暮らせる地域の実現に向けては、それを支える

地域の場や隣近所のネットワークづくり、都市環境の整備が必要です。 

地域における活躍の場の充実を目指して、普段の交流や地域

活動の核となる場づくりを行うとともに、多分野にわたる地域

活動団体の活動支援を図ります。 

また、課題を抱える人を支える包括的な支援体制の充実に 

向けて、地域のネットワーク強化に取り組みます。 

さらに、誰もがより安心して暮らせる地域を目指して、地域

防災力の強化や都市基盤の整備を目指します。 

（３）地域共生社会を実現する仕組みづくり 

高齢者・障がい者・子どもなどを含む全ての人々が、暮らしと生きがい、地域をともに創

り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けて、分野ごとの縦割りを超えた取

組の推進が重要です。制度の狭間にある様々な課題を抱える方を適切な支援へとつなげら

れる、連携体制の充実を図ります。 

また、誰もが地域で活躍できる社会を目指して、活動の場への移動支援や就労支援とい

った環境整備に取り組みます。 

基本理念及び、設定の意図を記載 
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３ 計画の体系 

（１）地域福祉計画 

 

　- 施策１
支え合い助け合う意識の醸成
（P46）

- 施策２
地域活動への参加促進に
関する意識の醸成（P48）

- 施策３
地域で主体的に活動する
人材の育成（P50）

　- 施策１
地域共生の場づくりの推進
（P52）

- 施策２
多分野の連携による活躍の場の
創出（P54）

- 施策３
課題を抱える人をみんなで
支える地域の実現（P56）

　- 施策１
分野間の連携による総合的・包
括的な福祉の提供（P60）

- 施策２
総合的な相談体制の充実
（P62）

- 施策３
多様な地域課題に分野横断的に
対応する体制の充実（P64）

- 施策４
誰もが活躍できる環境の整備
（P66）

基本理念 　○○○○

―――――

―――――

―――――

基本目標    施策

地域福祉を担う
人づくり

―――――

―――――

―――――
安全・安心な地域の推進
（P58）

地域共生社会を
実現する

仕組みづくり

支え合いの輪が
広がる

地域づくり

―――――

―――――

―――――

―――――

- 施策４

―――――

基本目標1

基本目標2

基本目標3
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取組

①  【重点】地域のつながりを大切にする意識の醸成
②  認知症や障がいに対する理解の促進
③  多様性を認め合う意識の醸成

①  【重点】地域活動への参加につながる情報の提供
②  地域活動に対する関心の醸成
③  自治会に関する情報の提供

①  地域の様々な活動を通して支え合う人材の育成
②  ボランティアで活躍する人材への支援
③  自治会や地域コミュニティで活躍する人材への支援

①  【重点】誰もが参加しやすい地域の場の充実
②  地域で活動しやすい場づくりの推進

①  多分野にわたる地域活動の活性化
②  地域資源を活かした地域活動の推進
③  生涯学習分野と連携した地域福祉の推進

①  【重点】身近な地域で支え合うことができる体制・基盤の整備
②  課題を抱える人に気づき支えるネットワークの充実
③  [再犯防止推進計画]犯罪をした人等の社会復帰を支える取組の充実

①  【重点】地域課題に取り組む多職種の連携体制の充実
②  包括的な支援体制の構築に向けた多様な主体による連携の推進
③  福祉分野の連携による分野横断的な支援の提供

①  【重点】分野を問わない相談支援の充実
②  個別分野における相談支援の強化と連携

①  分野横断的な生活困窮者支援の推進
②  自殺対策の推進
③  虐待やいじめなどあらゆる暴力の防止
④  地域の災害対策への支援の推進

①  【重点】就労や社会参加に課題を抱える若者等への支援の推進
②  移動支援の推進
③  高齢者・障がい者等の就労支援の推進

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

①  地域における防災力の強化
②  誰もが安心して暮らせる都市基盤の整備
③  福祉に関する情報提供

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――
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（２）地域福祉活動計画 

 

　- 施策１
地域福祉への理解と啓発
（P70）

- 施策２
地域福祉を支える人材の育成
（P72）

- 施策３
支え合い助け合いの
気持ちの啓発（P75）

　- 施策１ 地域住民の交流促進（P76）

- 施策２ 地域福祉活動の支援（P78）

- 施策３
誰もが安心して暮らしやすい
環境の整備（P80）

　- 施策１
福祉サービスの提供と充実
（P82）

- 施策２
支援を必要とする人への
サービスの充実（P85）

- 施策３ 相談支援体制の充実（P88）

地域共生社会を
実現する

仕組みづくり

基本理念 　○○○○

基本目標    施策

支え合いの輪が
広がる

地域づくり

地域福祉を担う
人づくり

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

基本目標1

基本目標2

基本目標3
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①【重点】しもつけふくしフェスタ
②　しもつけふくし大会の実施

③　広報紙、ホームページなどでの情報
　　発信

①【重点】ボランティアセンター機能の充実
②　ボランティア講座等での人材育成
③　地域ふれあいサロンの充実
④　ふくし移動講座の開催

⑤　親子ふれあい事業
⑥　児童生徒への福祉活動費助成事業
⑦　ジュニアふくし体験
⑧　災害ボランティア養成講座

①　赤い羽根共同募金運動の実施

①　ふれあいふくし運動会
②　障がい児者交流事業

③　花まつり招待事業

①【重点】地区社協組織整備 ②　福祉団体への支援

①【重点】生活支援体制整備事業
②　災害ボランティアセンター設置・運営の
　　ための支援体制づくり

③　登下校時における子どもたちの
　　見守り活動
④　安全帽子の購入費助成事業

①　居宅介護支援事業
　　（ケアプランセンター）
②　通所介護事業
　　（デイサービスセンターのぞみ）
③　就労継続支援B型事業なのはな・すみれ

④　下野市社協特定相談支援事業所
⑤　ふれあいサロンゆうゆう
⑥　手押し車の購入費助成事業
⑦　福祉用具等の貸出し事業
⑧　幅広い介護予防事業の展開

①【重点】生活困窮者自立相談支援事業
②　家計改善支援事業
③　就労準備支援事業
④　住居確保給付金に関する相談・受付業務
⑤　生活福祉資金貸付事業

⑥　小口資金貸付事業
⑦　緊急食料等給付事業
⑧　成年後見制度利用促進事業
⑨　法人後見事業
⑩　日常生活自立支援事業（あすてらす）

①【重点】地域包括支援センター事業 ②　心配ごと相談事業の実施

事業

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

―――――
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４ 市の重点取組 

 

 

 

 

 

基本目標１－施策１－取組①「地域のつながりを大切にする意識の醸成」 

基本目標１－施策２－取組①「地域活動への参加につながる情報の提供」 

基本目標２－施策１－取組①「誰もが参加しやすい地域の場の充実」 

基本目標２－施策３－取組①「身近な地域で支え合うことができる体制・基盤の整備」 

基本目標３－施策１－取組①「地域課題に取り組む多職種の連携体制の充実」 

基本目標３－施策２－取組①「分野を問わない相談支援の充実」 

基本目標３－施策４－取組①「就労や社会参加に課題を抱える若者等への支援の推進」 

５ 社会福祉協議会の重点事業 

 

 

 

 

基本目標１－施策１－事業①「しもつけふくしフェスタ」 

基本目標１－施策２－事業①「ボランティアセンター機能の充実」 

基本目標２－施策２－事業①「地区社協組織整備」 

基本目標２－施策３－事業①「生活支援体制整備事業」 

基本目標３－施策２－事業①「生活困窮者自立相談支援事業」 

基本目標３－施策３－事業①「地域包括支援センター事業」 

 

 

基本理念「●●」の実現に向けて、地域の多様な主体が重層的に関わり、分

野に捉われない包括的な支援を推進することが重要となっていることから、

以下の取組を重点として位置付けます。 

基本理念「●●」の実現に向けて、市民や関係団体が主体的に地域福祉に関

わるまちづくりを推進するとめに、以下の事業を重点として位置づけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 地域福祉計画 

 

 

 



第４章 地域福祉計画 

46 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

計画の見方 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 

計画期間をとおした、施策

ごとの達成状況を把握す

るための指標として設定

しています。 

現状値は令和３年度のも

の、目標値は令和８年度の

ものとなっています。 

具体的取組 

施策の目的や成果指標の

達成に向けて、市が具体的

に取り組むことを記載し

ています。 

第３章の重点取組（P45）

にあたるものについては、

【重点】と記載しています。 

取組指標 

取組ごとの進捗状況を確

認するための指標として

設定しています。 

注記の無い場合、現状値は

令和３年度（見込みを含

む）のもの、目標値は令和

８年度のものとなってい

ます。 

５か年累計と記載のある

場合、現状値は平成 29 年

度から令和３年度のもの、

目標値は令和４年度から

令和８年度のものとなっ

ています。 

主な事業 

具体的取組の中で、主とな

る事業の概要について記

載しています。 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

基本目標１ 地域福祉を担う人づくり 

施策１ 支え合い助け合う意識の醸成 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

① 【重点】地域のつながりを大切にする意識の醸成 

○各種講座や講演会、広報等を通して、地域とのつながりの重要性についての啓発を推

進します。 

○普段からの地域での交流が、子育てや健康づくり、防災といった多様な分野において

良い影響を与えることを周知するなど、地域のつながりづくりに向けた啓発を推進し

ます。 

 
 

 

しもつけ福祉塾 （社会福祉課） 

・誰もが助け合い安心して暮らしていける地域を

目指して、市民と関係機関が共に学ぶ機会を「し

もつけ福祉塾」として開催します。 

・地域課題や社会情勢に合わせ、つながりの希薄化

など地域で課題となっていることをテーマとし

た開催も検討します。 

 

 

 

 
 

指 標 ：しもつけ福祉塾の開催回数 

１回  ⇒  ２回 

主な事業と取組指標 

地域の人々が支え合いに積極的だと 
思う割合 35.3％ ⇒ 45.0％ 

写真・ 

資料等 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】 【目標値】 
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② 認知症や障がいに対する理解の促進 

○認知症の方やその介護者を地域全体で支えられるよう、認知症に対する正しい理解の

促進を図ります。 

○障がいの有無にかかわらず地域で活動できる社会を目指して、障がい者との交流機会

の充実や、障がい者への合理的配慮の提供を推進します。 

○障がい者等の地域における困りごとに気づき支えられる地域を目指して、ヘルプカー

ドやヘルプマークといった取組に関する啓発を推進します。 
 

 

 

認知症サポーター養成講座 （高齢福祉課） 

・認知症サポーター養成講座を、一般市民や各種団体、市内全小中学校、高校・大学、

見守り協定事業所、地域ふれあいサロンにおいて開催します。 

・認知症ステップアップ講座を開催し、受講者をシルバーサポーターとして登録する

とともに、「チームオレンジしもつけ」の結成につなげるなど、着実な普及啓発を図

ります。 

 

 

 

 

 

③ 多様性を認め合う意識の醸成 

○人権尊重の社会づくりを推進するため、講演会等を通して人権意識の高揚を図ります。 

○身体的な性や自認する性、国籍などに捉われず、誰もが活躍できる地域社会を目指し

て互いに認め合う意識の醸成に向けた啓発を図ります。 
 

 

 

市民人権講座・人権教育講演会 （生涯学習文化課） 

・人権週間の前後に人権に関する講座や講演会を行い、人権意識の醸成を図ります。 

・社会情勢に沿ったテーマの設定や講師の選定により、幅広い世代に興味を持っても

らえるような講演会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：チームオレンジしもつけ登録者数 

100 人 ⇒ 260 人 

主な事業と取組指標 

指 標 ：市民人権講座の開催回数 

１回 ⇒ １回以上 

主な事業と取組指標 

【現状値】   【目標値】 

【現状値】   【目標値】 
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成果指標 

 
具体的取組 

 

 

施策２ 地域活動への参加促進に関する意識の醸成 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

① 【重点】地域活動への参加につながる情報の提供 

○地域活動に参加しようとする方が、分かりやすく簡単に情報を得られるよう、ホーム

ページ・窓口等における情報提供の充実を図ります。 

○地域活動参加に向けた情報を多様な媒体を通して発信することで、幅広い年代の参加

を促します。 

 
 

 

市民活動センター運営【新規】 

 （市民協働推進課） 

・自治基本条例の基本理念である市民との協働に

よるまちづくりを推進するため、市内の地域課題

解決を目的とした活動に取り組む団体等を総合

的に支援する拠点施設として、令和４年度から市

民活動センターを開設します。 

 

 

 

 

 

 

38.8％ ⇒ 50.0％ 
地域福祉の推進に市民の参加・協力が
必要なことを知っている割合 

指 標 ：市民活動センターへの来館者数 

０人 ⇒ 24,000 人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】   【目標値】 
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② 地域活動に対する関心の醸成 

○「広報しもつけ」をはじめとした情報発信を通して、地域活動に関する情報提供の機会

の充実を図ります。 

○各種イベント等において地域活動に関する情報発信を行うことで、地域活動の認知度

向上を図ります。 

○寄附や募金を通して支え合う意識の醸成を図ります。 

 
 

 

「広報しもつけ」への地域福祉に関する内容の掲載 （社会福祉課） 

・「広報しもつけ」に地域共生社会に関する内容を掲

載することで、情報提供の機会の充実を図ります。 

・誰もが読みやすい広報の記事作りを通して、情報

提供の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 自治会に関する情報の提供 

○自治会に関する情報の提供を通して、自治会の認知度を向上させるとともに災害時や

緊急時における地域のつながりなどのメリットを伝えることで、自治会の加入促進を

図ります。 

○自治会活動に関する情報提供を通して、活動への参加者の増加及び各種活動の活性化

を図ります。 

 
 

 

自治会に関する情報の提供 

 （市民協働推進課） 

・自治会の活動内容をホームページに掲載し周知

を図ります。 

・転入者に窓口で自治会加入案内を配付し、自治会

に関する情報を提供します。 

 

 

 

 

指 標 ：「広報しもつけ」への地域共生社会に関する内容の掲載回数 

０回 ⇒ ２回 

主な事業と取組指標 

指 標 ：自治会への加入世帯率 

62.5％ ⇒ 67.0％ 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

写真・ 

資料等 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】   【目標値】 
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成果指標 

具体的取組 

 

 

 

 

施策３ 地域で主体的に活動する人材の育成 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

① 地域の様々な活動を通して支え合う人材の育成 

○地域の中で、活動の中心となる人材の育成を推進します。 

○地域活動を通した支え合いを支援することで、身近な圏域で主体的に地域生活課題を

把握し解決に向けて取り組むことのできる市民の育成を図ります。 

 

 
 

 

ファミリー・サポート・センター事業 

 （こども福祉課） 

・ファミリー・サポート・センターは、会員による

子育ての相互援助活動を行う組織です。依頼会員

（子育ての手助けをして欲しい人）のニーズや条

件にあった子育て支援ができるよう、提供会員

（子育てのお手伝いをしたい人）の確保を図りま

す。 

 

 

 

 

 
 

今後地域活動に取り組んでいきたい割合 
15.7％ ⇒ 25.0％ 

指 標 ：ファミリー・サポート・センターの提供会員数 

67 人 ⇒ 84 人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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② ボランティアで活躍する人材への支援 

○ボランティア活動と人材のマッチングの充実を図るなどの環境整備を通して、ボラン

ティア人材の確保・育成を目指します。 

○ボランティア活動に関する講座等を通して、活動団体や活動者への支援を図ります。 

○スポーツやまちづくりなど多様な分野で活躍するボランティア人材を支援します。 

 
 

 

ボランティア等の育成及び活動とのマッチング （生涯学習文化課） 

・ボランティア入門講座や団体活動支援講座等を実施し、地域活動に主体的に関わる

ボランティア等を育成することで、活動へとつなげていきます。 

  

 

 

 

 

③ 自治会や地域コミュニティで活躍する人材への支援 

○自治会活動を推進する自治会長等の活動支援を図ります。 

○地域コミュニティの中で、身近な相談先として適切な支援へつなぐ役割を担う、民生

委員児童委員の活動を支援します。 

○コミュニティの活動に取り組むコミュニティ推進協議会長等の活動支援を図ります。 

 
  

 

民生委員児童委員活動事業 （社会福祉課） 

・民生委員児童委員を通して地域住民への相談援

助や福祉サービスについての情報提供などを的

確に行えるよう、研修会や勉強会を開催します。 

・高齢者や障がい者への自宅訪問の際などに、カー

ドやチラシを配布し民生委員児童委員の役割や

活動について周知を図ります。 

 

 

 

  

 

 

指 標 ：民生委員児童委員が受けた相談件数（５か年累計） 

19,100 件 ⇒ 19,600 件 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

指 標 ：生涯学習ボランティア自主企画講座の開催回数（５か年累計） 

74 講座 ⇒ 80 講座 

主な事業と取組指標 

【現状値】    【目標値】 

【現状値】      【目標値】 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

基本目標２ 支え合いの輪が広がる地域づくり 

施策１ 地域共生の場づくりの推進 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

① 【重点】誰もが参加しやすい地域の場の充実 

○誰もが気軽に参加できる、対象を限定しない居場所の整備を目指します。 

○子どもと地域の方が交流できる場の充実を図ることで、世代間の交流を促進します。 

○認知症の方やその家族、閉じこもりがちな方などが地域とつながることができる場の

充実を図ります。 

 
 

 

分野を限定しない居場所づくり【新規】 （社会福祉課） 

・誰もが気軽に参加できる、対象を限定しない居場所づくりを通して、地域の様々な

年代や属性の方同士のつながりづくりを図ります。 

 

 

 

 

 

 
 
 

指 標 ：分野を限定しない居場所数 

０か所 ⇒ １か所 

主な事業と取組指標 

団体調査「地域の中で気軽に集まれる
場が少ない」の割合 32.1％ ⇒ 20.0％ 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】   【目標値】 
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② 地域で活動しやすい場づくりの推進 

○地域活動において利用しやすい場の充実を図ります。 

○地域資源を取り入れた団体活動の支援とあわせ、その成果を活かせる場の充実を図る

など、学習成果等を地域に還元する取組の支援を図ります。 

 
 

 

学習成果を活かした地域での活躍の場づくり 

 （生涯学習文化課） 

・学校支援ボランティアをはじめ、市民やサーク

ル・団体が持つ知識、経験、技能などを活用した

様々な自主的な地域活動への支援を推進します。 

・各種団体活動の成果発表の場の充実を図るとと

もに、学習成果の社会還元を推進するために必要

な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：各種団体活動の成果発表の場の開催 

１回 ⇒ １回以上 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】   【目標値】 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

施策２ 多分野の連携による活躍の場の創出 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

① 多分野にわたる地域活動の活性化 

○地域コミュニティ活動や多世代交流、スポーツなど多分野にわたる市民の主体的な地

域活動を支援します。 

 
 

 

市民活動補助事業 （市民協働推進課） 

・市民団体が自発的に行う公益性の高いまちづく

り活動に対して補助金を交付し、それらの活動を

支援します。 

・地域コミュニティづくりや世代間交流、スポーツ

など多分野にわたる活動について補助を行い、地

域活動を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

指 標 ：市民活動補助事業の採択件数（５か年累計） 

66 件 ⇒ 76 件 

主な事業と取組指標 

どのような地域活動をしているか 
以下の 11 種で 
いずれも増加 

写真・ 

資料等 

自治会の活動 62.6% 子ども会の活動 23.3%

PTAの活動 21.6% ボランティア活動 17.8%

スポーツ団体の活動 13.2% 趣味等のサークル活動 9.8%

婦人会・女性会の活動 4.8% 地域サロン活動 4.6%

老人クラブの活動 2.7% 子育てサークルの活動 2.3%

NPO活動 2.1%

現状値

【現状値】   【目標値】 
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② 地域資源を活かした地域活動の推進 

○文化財を活かした観光振興や、地域の特性を引き出す産業振興など、地域資源を有効

活用した地域活動を支援します。 

 
 

 

文化財愛護ボランティアの養成・活動支援 

 （文化財課） 

・文化財を活かした地域づくりには、市民との協

働が欠かせないことから、文化財観晃ガイド養

成講座等を開催し、ボランティアの養成を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

③ 生涯学習分野と連携した地域福祉の推進 

○福祉教育や地域資源を活かした教育等の充実を図るため、地域の人材を活用した、学

校及び地域での教育の取組を推進します。 

○地域に開かれた学校運営の推進等を通して、地域と学校の連携を推進します。 

○学校と家庭以外での教育を担う社会教育団体の活動を支援します。 

 
 

 

社会教育関係団体の支援 （生涯学習文化課） 

・社会教育事業を計画的かつ継続的に実施し、その

効果が期待できる団体を社会教育関係団体とし

て、補助金交付や自主活動の後方支援を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：文化財ボランティアの会員数 

65 人 ⇒ 75 人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

指 標 ：補助対象となる社会教育団体数 

２団体  ⇒  ２団体以上 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】    【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

 

施策３ 課題を抱える人をみんなで支える地域の実現 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

① 【重点】身近な地域で支え合うことができる体制・基盤の整備 

○日常生活圏域等の住民に身近な圏域の中で、生活課題を把握し解決に向けた検討を行

う、分野横断的な体制を整備します。 

 
 

 

生活支援体制整備事業 （高齢福祉課） 

・地域包括支援センターとの連携を強化し、個別ケ

ースから見えてくる地域課題の把握と解決に必

要な社会資源の開発を検討します。 

・地域資源の情報収集を通して、第２層生活支援コ

ーディネーターの地域への関わりの強化を図り

ます。 

・第１層協議体の委員である関係機関との協力、協

議を通じて地域資源開発等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

地域で課題を抱える世帯があるか 
「わからない」の割合 49.3％ ⇒ 40.0％ 

26.9％ ⇒ 35.0％ 
犯罪をした人の立ち直りに協力したいと
思う割合 

指 標 ：第２層生活支援コーディネーターの地域活動回数 

80 回 ⇒ 180 回 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】   【目標値】 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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② 課題を抱える人に気づき支えるネットワークの充実 

○緊急時や日常生活で困った時に支援が必要な高齢者や、心の健康について支援が必要

な方を、見守り支援する地域のネットワークを充実します。 

○日常的な地域の声掛けを推進することで、地域課題を早期に発見・解決できるよう支

援します。 

 
 

 

高齢者見守りネットワーク （高齢福祉課） 

・地域で活動する団体や企業、高齢者と接する機会

を有するすべての関係者が連携して、地域社会全

体で高齢者を見守るためのネットワークづくり

に取り組み、拡大を図ります。 

・事業推進研修会を毎年度開催します。 

・自治会と連携を図るなど、地域全体で見守る基盤

づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

③ [再犯防止推進計画]犯罪をした人等の社会復帰を支える取組の充実 

○犯罪をした人等の社会復帰の支援に協力する地域の意識醸成を図ります。 

○犯罪をした人等の社会復帰を支援するための、就労・地域参加等を含めた総合的なサ

ポート体制について検討します。 

 
 

 

社会を明るくする運動 （社会福祉課） 

・保護司、更生保護女性会と連携し、街頭での周知

活動や講演会、学校訪問等を通して、更生保護の

啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：見守りネットワーク事業所数 

27 事業所 ⇒ 35 事業所 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

指 標 ：更生保護に関する啓発活動の実施回数 

１回 ⇒ １回以上 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】     【目標値】 

【現状値】   【目標値】 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

施策４ 安全・安心な地域の推進 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

① 地域における防災力の強化 

○防災訓練の実施や自主防災組織の設立・活動支援等を通して、地域防災力の強化を図

ります。 

 
 

 

自主防災組織の設立及び活動に対する支援 （安全安心課） 

・災害発生時に住民同士が助け合う「互助・共助」

を円滑に行うため、主に自治会を最小単位とした

自主防災組織の設置を促進し、また、自主防災組

織が行う研修や訓練などに対し支援を行います。 

・平成 23 年度に制定した下野市自主防災組織活 

動補助金の交付要綱に基づき、自主防災組織設置

促進、地域の防災力向上のために補助金を交付し

ます。 

 

 

 

 

 

 

災害時、緊急時の協力体制ができて
いないと思う割合 22.4％ ⇒ 0.0％ 

指 標 ：自主防災組織数 

11 団体 ⇒ 20 団体 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】    【目標値】 
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② 誰もが安心して暮らせる都市基盤の整備 

○通学路をはじめとした道路環境の整備を推進します。 

○誰もが生活しやすいバリアフリーのまちづくりを推進します。 

 
 

 

通学路安全対策の推進 （安全安心課・教育総務課） 

・「下野市通学路交通安全プログラム」に基づき、

警察署・道路管理者・教育委員会等が一堂に会し、

危険個所の情報共有化や計画的な整備の進行管

理に努めます。 

・登下校時の交通事故や犯罪などから子どもたち

を守るため、学校関係者や保護者、地域の人的資

源を活かしたスクール・ガードによる支援や教育

委員会等による青色防犯パトロールを実施しま

す。 

 

 

 

 

 

③ 福祉に関する情報提供 

○広報紙やインターネットなどを活用し、より多くの市民に福祉情報が届くようサービ

ス内容の周知徹底を図るとともに、誰もが理解できるようにわかりやすい情報提供を

行います。 

 
 

 

 

保健福祉ガイドブックの発行 （社会福祉課） 

・各種福祉サービスや健康・福祉・育児等に関する情

報について、内容や相談窓口等をわかりやすく紹介

します。 

 

 

 

 

 
 

 

指 標 ：スクールガードボランティア数（教育総務課） 

487 人 ⇒ 490 人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

指 標 ：保健福祉ガイドブックの発行または改訂回数 

1 回 ⇒ 1 回以上 

写真・ 

資料等 

主な事業と取組指標 

【現状値】    【目標値】  

【現状値】   【目標値】 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

基本目標３ 地域共生社会を実現する仕組みづくり 

施策１ 分野間の連携による総合的・包括的な福祉の提供 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

① 【重点】地域課題に取り組む多職種の連携体制の充実 

○多分野の福祉関係者等による、地域課題の解決を目指した会議等を開催します。 

 
 

 

多機関協働事業【新規】 （社会福祉課） 

・包括的に受けた相談の中で、課題が複雑化してい

るなど解決が困難なケースについて、関係者や関

係機関の役割を整理し、支援のプランや方向性を

検討することで、多機関による連携のもと解決に

向けて取りくめるように調整を行う役割を担い

ます。 

 

 

 

 

 

 

様々な悩みや困難を抱える方にとって
暮らしやすいまちだと思う割合 44.8％ ⇒ 55.0％ 

指 標 ：地域課題解決に向けた多機関協働による会議の開催回数 

０回 ⇒ ６回 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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② 包括的な支援体制の構築に向けた多様な主体による連携の推進 

○連携に必要なスキルやノウハウの普及に向けた研修の実施等を通して、多分野の福祉

関係者等の連携を推進します。 

 
 

 

多職種研修の実施 （高齢福祉課） 

・多職種が医療・介護連携をはじめ多様な地域課題

への対応に向けた、スムーズな連携、相互の専門

性や役割を学ぶ機会として、多職種研修会を開催

します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 福祉分野の連携による分野横断的な支援の提供 

○福祉分野の連携により、高齢・障がい・子どもなどの複数の分野にまたがる課題や、従

来の縦割りの仕組みでは対応が難しい課題を抱える方への支援を提供します。 

 
 

 

地域ケア会議事業 （高齢福祉課） 

・地域ケア個別会議及び自立支援型地域ケア会議

の開催を通して、個別課題へのマネジメントの充

実を図ります。 

・地域ケア推進会議を通して、地域課題を確認し、

社会資源の創出や政策形成へとつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：地域ケア推進会議の開催回数 

１回 ⇒ １回以上 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

指 標 ：多職種研修会の延べ参加者数（５か年累計） 

2,100 人 ⇒ 3,000 人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】     【目標値】 

【現状値】   【目標値】 
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成果指標 

具体的取組 

 

 

施策２ 総合的な相談体制の充実 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

① 【重点】分野を問わない相談支援の充実 

○誰もが必要な支援を受けられるよう、分野を問わない相談体制の整備を図ります。 

○相談窓口に関する周知を図ります。 

 
 

 

分野を問わない相談体制の整備【新規】 

 （社会福祉課） 

・相談する方の属性、世代、相談内容に関わらず相

談を受け止める体制を整備します。 

・受け止めた相談のうち、単独の支援機関では対応

が難しい複雑化・複合化した事例については多機

関協働事業につなぐことで解決を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指 標 ：分野を問わず相談を受け止める体制の整備 

未整備 ⇒ 整備 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

相談や手助けが必要なときに 
頼みたいと思う割合 

以下の７種で 
いずれも増加 

市役所の窓口や職員 21.3% 地域包括支援センター 13.2%

社会福祉協議会 6.8% 地域子育て支援センター 4.8%

民生委員児童委員 4.1% 障がい児者相談支援センター 3.5%

自治会長 3.4%

現状値

【現状値】  【目標値】 
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② 個別分野における相談支援の強化と連携 

○高齢・障がい・子ども等の各分野における専門的な相談支援体制のさらなる充実を図

るとともに、必要に応じて多分野が連携した総合的な支援につなげられる仕組みづく

りを推進します。 

 
 

 

障がい児者相談支援センター運営 

 （社会福祉課） 

・障がいのある人はもちろんのこと、その家族、ま

たは障がいがある人の生活を支援している方々

にとっての地域の相談窓口となります。 

・定期的なケース検討会議を開催するほか、複雑化

したケースなどにおいては、相談支援事業所への

指導・助言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

地域包括支援センター運営 （高齢福祉課） 

・相談窓口としての周知の推進や、困難事例につい

ての検討、介護予防ケアマネジメントの推進等を

通して、相談支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：相談支援事業所に対する専門的な指導・助言件数 

６件  ⇒  12 件 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

指 標 ：総合相談件数（５か年累計） 

73,000 件 ⇒ 85,000 件 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】   【目標値】 

【現状値】      【目標値】 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

 

施策３ 多様な地域課題に分野横断的に対応する体制の充実 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

① 分野横断的な生活困窮者支援の推進 

○生活困窮者が抱える多様で複合的な課題について、相談支援や経済的支援など様々な

支援を一体的に行うことで、自立に向けた支援を図ります。 

○子どもの貧困は、次の世代への貧困の連鎖が懸念されることを踏まえ、教育・住宅・就

労などを含めた一体的な支援により、世帯の自立及び子どもの成長を支援します。 

 
 

 

生活困窮者自立支援事業 （社会福祉課） 

・生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者からの相談に応じ必

要な情報提供及び助言を行うとともに、様々な支援を一体かつ計画的に行うことに

より生活困窮者の自立を図ります。 

 

 

 

 

② 自殺対策の推進 

○地域の多様な主体の連携や、常日頃からの隣近所のつながりの構築により、誰も自殺

に追い込まれることのない地域の実現を目指します。 

○専門的人材による地域ネットワークの構築や、地域で見守るゲートキーパー（命の門

番）の育成を通して、地域全体で悩みを抱える方に寄り添うまちづくりを推進します。 

 
 

 

自殺予防対策連絡会議の開催 （健康増進課） 

・庁内の各部署が連携しながら、自殺予防対策の総合的な推進を図ります。 

 

 

 

 

 
 

主な事業と取組指標 

生活困窮者自立支援制度を知っている
割合 7.6％ ⇒ 20.0％ 

指 標 ：自殺者数（５か年累計） 

38 人 ⇒ ０人 

主な事業と取組指標 

指 標 ：各種広報紙への制度の周知に関する内容の掲載回数 

０回 ⇒ ２回 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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③ 虐待やいじめなどあらゆる暴力の防止 

○身体的・心理的・性的・経済的な虐待やネグレクト（育児・介護等の放棄）など、あら

ゆる暴力の根絶を目指すため、見守りや相談支援の充実を図ります。 

○全ての児童生徒が学校生活を安心して送ることができるよう、いじめ防止のための取

組を推進します。 

○高齢者、障がい者、子どもへの虐待をはじめとしたあらゆる暴力を防止するため、見守

りネットワークの充実を図ります。 

○福祉サービス事業所等への支援や指導により、事業所における虐待の防止を図ります。 

 
 

 

養育支援家庭訪問事業 （こども福祉課） 

・児童虐待防止や育児不安を抱えているなど、養

育支援が特に必要とされる家庭を対象に、ヘル

パーや保健師等が訪問し、保護者の育児・家事

等の養育能力を向上させるための支援や相談支

援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地域の災害対策への支援の推進 

○地域の災害対策に対して、情報提供や避難行動要支援者の把握など、全市的な支援を

推進します。 

 
 

 

避難行動要支援者支援事業 （高齢福祉課・社会福祉課） 

・障がい者や高齢者など、災害時や緊急時に自力で

避難することが困難な方々に対する支援活動及

び安否確認をスムーズに行えるよう、対象者の同

意に基づいた登録制の名簿（避難行動要支援者名

簿）や個別避難計画を作成します。 

 

 

 

 

  

指 標 ：養育支援家庭への訪問回数 

350 回  ⇒  350 回 

主な事業と取組指標 

指 標 ：避難行動要支援者名簿への登録者数 

4,600 人 ⇒ 5,000 人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

写真・ 

資料等 

【現状値】    【目標値】 

【現状値】     【目標値】 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

施策４ 誰もが活躍できる環境の整備 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

① 【重点】就労や社会参加に課題を抱える若者等への支援の推進 

○誰もが活躍できる社会の実現に向けて、就労や地域活動等に課題を抱える若者等の社

会参加を支援します。 

 
 

 

参加支援事業【新規】 （社会福祉課） 

・就労、住まい、学習など多様な形での社会とのつ

ながりや参加の支援を行います。 

・既存の仕組みでは支援が難しい、制度の狭間にあ

たる方への参加支援について検討を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労または地域活動のいずれかを 
している人の割合 78.0％ ⇒ 90.0％ 

指 標 ：就労や社会参加につながる新たな仕組みの整備 

未整備 ⇒ 整備 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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② 移動支援の推進 

○デマンド交通や福祉タクシーをはじめとした移動支援サービスの提供を通して、高齢

者や障がい者、移動手段のない方などが、地域での集いや活躍の場へと移動するため

の手段を確保します。 

○市内の交通機関について、広報等による周知を推進します。 

 
 

 

デマンド交通事業 （安全安心課） 

・乗合タクシー等を運行することにより、自宅から

公共施設等への移動手段の確保を図ります。 

・AI（人工知能）を活用した配車システムの活用等

により、効率的な運行を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 高齢者・障がい者等の就労支援の推進 

○高齢者・障がい者等の就労支援を通して、生きがいづくりや活躍の場の創出を図りま

す。 

 
 

 

就労移行支援事業 （社会福祉課） 

・一般企業等への就労を希望する障がい者を対象

とし、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：デマンド交通の延べ利用者数 

25,700 人 ⇒ 31,360 人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

指 標 ：福祉施設から一般就労への移行者数 

１人 ⇒ ２人 

主な事業と取組指標 

写真・ 

資料等 

【現状値】      【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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計画の見方 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの 
取り組むこと 

施策の推進に向けて、市民

や団体・事業者に取り組ん

でいただきたいことにつ

いて記載しています。 

住民懇談会の意見 
深めるチーム・広げるチーム

両方での意見のうち、「私た

ちの取り組むこと」にあたる

内容となるものを抜粋して

記載しています。 

成果指標 
計画期間をとおした、施策ごとの達成状況を把握する

ための指標として設定しています。 

現状値は令和３年度のもの、目標値は令和８年度のも

のとなっています。 

指標 
一部事業について、数値での指標を掲載しています。 

注記の無い場合、現状値は令和３年度（見込みを含む）

のもの、目標値は令和８年度のものとなっています。 

５か年累計と記載のある場合、現状値は平成 29 年度か

ら令和３年度のもの、目標値は令和４年度から令和８年

度のものとなっています。 

事業名・事業概要・ 
目標の内容 

施策に該当する具体的な

事業名・事業の概要・事業

ごとの目標の内容につい

て記載しています。 

社会福祉協議会の 
取り組むこと 

施策の目的や成果指標の達

成に向けて、社会福祉協議会

が取り組むことを記載して

います。 

第３章の重点事業（P45） 

にあたるものについては、

【重点】と記載しています。 
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成果指標 

 

私たちの取り組むこと 

 

基本目標１ 地域福祉を担う人づくり 

施策１ 地域福祉への理解と啓発 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

○ 地域で行われるイベント行事に興味を持ち、積極的に参加します。 

・普段から地域活動に積極的に参加している方も、普段は地域とのつながりが薄い方も、

イベントなどに参加して、地域活動に関する情報を入手しましょう。 

・イベントの開催にあたっては、より多くの方に参加してもらえるよう周知に努めまし

ょう。 

 

○ 地域福祉への関心を高め、情報を積極的に入手します。 

・広報を読んだり、市役所や社会福祉協議会のチラシを読んだりして、地域活動に関す

る情報を入手しましょう。 

・社会福祉協議会のホームページや、下野市市民活動支援サイト「You がおネット」な

ど、インターネットを活用して、積極的に情報を集めましょう。 

・入手した地域活動に関する情報や、参加している地域活動に関する情報ついて、ご近

所のつながりや SNS などで話題に出して、活動の輪を広げましょう。 

 

 

 

 

 

 

・地域の人とあいさつができる関係性から、さらに一歩踏み込んでイベント等に参
加してみる。 

・広報紙や社協だよりを読む。 

 

地域活動に取り組んでいる割合 23.6％ ⇒ 30.0％ 

 住民懇談会の意見 

【現状値】  【目標値】 
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社会福祉協議会の取り組むこと 

 

 
 
 

 
 

○ 市民の主体的な地域活動への参加に向けて、イベントや情報提供を通じた啓発

活動に取り組みます。 

 

事業名 ①【重点】しもつけふくしフェスタ  

事業概要 

市民の地域福祉に対する理解を深めるため、人と人とのふれあいの場を

提供し、あたたかいまちづくりを目指して「しもつけふくしフェスタ」

を開催し、ボランティア活動や社会福祉協議会事業等の PR を行うとと

もに下野市の地域福祉活動のより一層の充実を図ります。 

目標の内容 

しもつけふくしフェスタ検討委員会を開催し、内容の充実や見直しを図

りながら、地域福祉に関する興味や関心を高める場として、魅力あるイ

ベントとします。 

また、子どもからお年寄りまでの世代間交流や障がいを持つ人たちとの

心のふれあいを通じ、地域福祉に関する市民意識や、思いやりの心の育

成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

事業名 ② しもつけふくし大会の実施  

事業概要 
市内の地域福祉関係者及び多くの市民が地域における互助の意識の高

揚を図り、地域福祉活動への理解を深めることを目的に実施します。 

目標の内容 
講演会及びシンポジウム等を開催し、市民が地域に関心を持ち福祉につ

いて考える機会を提供します。 

 

事業名 ③ 広報紙、ホームページなどでの情報発信  

事業概要 
市民の地域福祉事業に対する理解や福祉活動への参加を得るため、積極

的な広報・啓発活動を実施します。 

目標の内容 

広報紙、ホームページ、FM ゆうがお、報道機関、SNS などを活用し、

幅広い世代の方へ地域福祉に関する情報提供に努めます。また、障がい

をお持ちの方への音訳 CD や点字広報紙等の提供も行います。 

 

 

 

 

 

 
指 標 ：しもつけふくしフェスタ来場者数 

年間 1,600 人 ⇒ 年間 1,800 人以上 
【現状値】        【目標値】 
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成果指標 

 

私たちの取り組むこと 

 

施策２ 地域福祉を支える人材の育成 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

○ ボランティア活動や地域の交流、集いの場等に参加します。 

・ボランティアや地域活動のきっかけづくりとして、講座や講習会に参加してみましょう。 

・ボランティアに興味を持ち、ボランティアセンターで情報を入手しましょう。 

・ボランティア活動の運営にあたっては、ボランティアセンターのマッチングなどを活

用し、できるだけ多くの方が参加できるよう意識しましょう。 

○ 福祉教育に協力し、地域の子どもたちに福祉のこころを受け継いでいきます。 

・日頃のあいさつや声掛けを通して、地域で支え合う心を子どもたちに受け継いでいき

ましょう。 

・多世代の交流や、福祉教育のイベントに参加しましょう。 

 

 

 

 

 

・参加したい地域活動を見つけたら、周りの友人に声をかけて、一緒に参加してみる。 

・自分から、どんな人が活動しているのかやどんなボランティアが行われているの
か調べてみる。 

・ボランティアをする人が興味のあることを続けられるよう、困っていないか、声
をかける。 

・特技を生かしたボランティアをしてみる。 

・サロンに出席したり、集会に協力したりする。 

・あいさつの大切さを子どもたちに伝えていく。 

 

（団体調査）地域の活動が活発でない 28.6％ ⇒ 10.0％ 

 住民懇談会の意見 

【現状値】  【目標値】 
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社会福祉協議会の取り組むこと 

 

 
 
 

 
 
 

○ 地域活動への参加のきっかけづくりや機会の提供、地域活動に参加しやすい環

境づくりを行うことで、地域福祉を支える人材の確保・育成を図ります。 

事業名 ①【重点】ボランティアセンター機能の充実  

事業概要 

地域住民の福祉やボランティアに関する情報提供や参加の促進といっ

たさまざまな支援のため、活動の相談、紹介、連絡調整、福祉教育の推

進、情報提供、ボランティア保険の手続き等を行い、ボランティア活動

の充実と促進を図ります。 

目標の内容 
ボランティアに関する情報を発信するとともに、ボランティアの養成を

推進し、ボランティアセンター機能の更なる充実に努めます 

 

事業名 ② ボランティア講座等での人材育成  

事業概要 

ボランティア団体等の活性化を目指し、新たな担い手として、地域で助

け合い、支え合えるボランティアの人材育成を図るため、各種講座を開

催します。 

目標の内容 
各種講座（手話、傾聴、サロン、点字音訳など）の内容の充実を図り、

ボランティアの確保に努めます。 

 

事業名 ③ 地域ふれあいサロンの充実（市受託事業）  

事業概要 
地域ふれあいサロンの継続的支援や新規開設を促すなど、地域の担い手

になるボランティアの育成に努めます。 

目標の内容 

サロン参加者やボランティア活動者の確保に努め、健康の維持増進と事

業内容の充実を図れるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 
指 標 ：新規の地域ふれあいサロン設置数 

年間３か所以上 
【目標値】 
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事業名 ④ ふくし移動講座の開催  

事業概要 
身近な地域や学校・企業等を対象に、地域福祉の理解や関心を高めるた

めに福祉学習プログラムを提供します。 

目標の内容 

福祉への理解を深めてもらうため、講座内容の充実と周知に努め、福祉

教育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

事業名 ⑤ 親子ふれあい事業  

事業概要 
親子や仲間が福祉に関するイベントを通して協力し合うことで、思いや

りの心を育てることを目的に開催します。 

目標の内容 
親子で楽しく様々な体験をしながら、福祉について学ぶ機会を提供するこ

とで、関心を高めます。 

 

事業名 ⑥ 児童生徒への福祉活動費助成事業  

事業概要 
小・中学校と高等学校を対象に、福祉・ボランティア活動のための費用

を助成し、ボランティア活動の促進や福祉教育の推進を図ります。 

目標の内容 
児童・生徒の福祉への理解と関心を高め『思いやりの心』『ともに生きて

いく心』を育みながら、福祉教育の充実を図ります。 

 

事業名 ⑦ ジュニアふくし体験  

事業概要 
次世代を担う小学校高学年を対象に、福祉やボランティア活動への関心

を持てるよう、様々な体験や学ぶ機会を提供します。 

目標の内容 
関係機関と連携し、子供たちが福祉について興味を持ち、さらに理解が

深められるよう、体験内容の充実を図ります。 

 

事業名 ⑧ 災害ボランティア養成講座  

事業概要 

災害時におけるボランティア活動の基礎的な知識と役割を学び、災害ボ

ランティアについて理解を深め、地域での災害時に備え助け合いの意識

を高めることを目的に開催します。 

目標の内容 

ボランティア活動者の確保と育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 
指 標 ：移動講座延べ開催回数 

年間 43 回 ⇒ 年間 50 回以上 

 
指 標 ：受講者数（５か年累計） 

107 人 ⇒ 150 人以上 

【現状値】       【目標値】 

【現状値】     【目標値】 
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成果指標 

社会福祉協議会の取り組むこと 

 

私たちの取り組むこと 

 

施策３ 支え合い助け合いの気持ちの啓発 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

○ 寄附等の支え合い活動に参加します。 

・私たちの住む地域が暮らしやすくなるよう、一人ひとりが助け合う気持ちを持ちまし

ょう。 

 
 
 

 
 

○ 募金運動等の実施により、支え合い助け合いの気持ちを啓発します。 

事業名 ① 赤い羽根共同募金運動の実施  

事業概要 
地域福祉事業を展開するため、各世帯を対象にした戸別募金や法人・事

業所の募金、街頭募金、学校募金、職域募金など幅広く実施します。 

目標の内容 
各募金活動及び百貨店プロジェクト事業等の推進を図り、地域福祉活

動・事業の財源に活用するとともに、事業内容の更なる充実を図ります。 

地域の人々が助け合いや支え合いに 
積極的だと思う割合 35.3％ ⇒ 45.0％ 

【現状値】  【目標値】 
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成果指標 

 

私たちの取り組むこと 

 

基本目標２ 支え合いの輪が広がる地域づくり 

施策１ 地域住民の交流促進 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

○ 地域の方同士で交流する機会に参加します。 

・地域の人々が顔を合わせる催し物や地元のおまつり、伝統行事などに参加し、親睦を

深めましょう。 

○ 障がい者や高齢者等と交流する機会に参加します。 

・障がい者や高齢者との交流を通して、理解を深めるとともに、誰もが同じ地域の仲間

として個性を発揮しながら活躍できる地域づくりをすすめましょう。 

 

 

 

 

 

・若者と地域がつながるイベントについて、SNS で広報してつながりを広げていく。 

・ラジオ体操などの地域のコミュニティに友達と参加してみる。 

 

 

（団体調査）地域課題「隣近所との 
交流が少ない」の割合 41.1％ ⇒ 30.0％ 

 住民懇談会の意見 

【現状値】  【目標値】 
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社会福祉協議会の取り組むこと 

 
 

 
 

 
 

○ 地域の多様な住民の交流に向けて、誰もが参加できる機会を創出します。 

事業名 ① ふれあいふくし運動会（市共催事業）  

事業概要 
子どもや高齢者、障がいのある方たちが一緒にスポーツを楽しみ、健康

維持と地域社会との親睦・交流を深めることを目的に実施します。 

目標の内容 
参加団体の拡大についても検討しながら、関係機関と連携し事業内容の更

なる充実を図ります。 

 

事業名 ② 障がい児者交流事業  

事業概要 

障がい児者とその家族を対象に、民生委員やボランティアの協力を得な

がら、レクリエーション・ゲーム等を通じて交流と親睦を深めることを

目的に実施します。 

目標の内容 
障がいのある方たちの情報交換や交流の場を提供するため、内容の充実を

図ります。 

 

事業名 ③ 花まつり招待事業（市観光協会共催）  

事業概要 
民生委員・児童委員や花まつり出店会の協力を得て、市内の福祉施設利

用者を天平の花まつりに招待し、地域との交流と親睦を図ります。 

目標の内容 市観光協会と連携し、事業内容の更なる充実を図ります。 
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成果指標 

私たちの取り組むこと 

 

 

施策２ 地域福祉活動の支援 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

○ 地区社協の活動に興味を持ち、参加します。 

・コミュニティづくり、イベントの開催、地域防災体制のつなぎ役など、多様な役割を担

って地域に貢献する地区社協の活動に興味を持ち、活動に参加してみましょう。 

 

 

 

 

 

・地域活動を行う組織づくりに参画する。 

 

 住民懇談会の意見 

（団体調査）他の団体や機関と交流や連携、協力関係がある割合 

【目標値】 
左記の３種で 
いずれも増加 

社会福祉協議会 58.9% 老人クラブ 33.9%

ボランティア団体 35.7%

現状値
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社会福祉協議会の取り組むこと 

 
 

 
 

 
 

○ 団体等への支援を通して、市民の主体的な活動による地域コミュニティの形成

を促進します。 

事業名 ①【重点】地区社協組織整備  

事業概要 

住民参加による地域福祉活動を通して、地域のふれあいを高めながら自

分たちの住む地域の福祉課題を「住民同士の助け合い」によって解決し

ていけるよう福祉コミュニティづくりを推進します。 

目標の内容 

地域コミュニティ推進協議会を地区社協として位置づけ、市と連携しな

がら地区社協の組織整備に努めます。また、地区社協を活用して三世代

の交流を促し、地域住民の支え合いの輪が広がる地域づくりを促しま

す。 

 

 

 

 

 

 

事業名 ② 福祉団体への支援  

事業概要 
老人クラブ連合会、身体障害者福祉会、ボランティア連絡協議会、心身

障害児者父母の会、ひとり親福祉会、遺族会への活動支援を行います。 

目標の内容 
各福祉団体の活性化を図るため、市や関係機関と連携しながら、自主運営

のサポートや新規会員の加入促進を支援します。 

 

 

 
指 標 ：地区社協設置数 

３か所 ⇒ ６か所以上 
【現状値】    【目標値】 
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成果指標 

 

社会福祉協議会の取り組むこと 

私たちの取り組むこと 

 

施策３ 誰もが安心して暮らしやすい環境の整備 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

○ 子どもたちが安心して暮らせる環境づくりに協力します。 

・通学路の見守りや安全運転など、子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを心がけ

ましょう。 

○ 災害に関心を持ち、地域でどのような備えが必要なのか考えます。 

・ハザードマップや避難所の確認、日ごろの備蓄など災害への備えを行いましょう。 

・地域でいざというときに助けが必要な人を把握しましょう。 

・地域の避難訓練などに参加し、災害時に助け合えるよう準備を行いましょう。 

 

 

 

 

 

・地域の困りごとを引き受ける便利屋のような活動に参加してみる。 

・あいさつや簡単な会話など、子どもへの声掛けをする。 

・常に防災を心がける。 

 

 
 
 

 
 

○ 高齢者への支援や児童の見守り、災害対策の体制づくり等を通して、安心して

暮らしやすい環境を整備します。 

事業名 ①【重点】生活支援体制整備事業（市受託事業）  

事業概要 

高齢者が地域の中で生き生きとした生活ができるよう、健康づくり及び

介護予防に必要なサービスを地域で提供できる体制の基盤づくり並び

にネットワークづくりを行い、行政・関係機関との連携を図りながら、

市民が主体となり地域福祉活動が展開できるよう事業体制の整備に向

けた取組を行います。 

目標の内容 
地域の社会資源を活用、開発できるように市や関係機関との連絡調整を行

いながら、円滑な事業実施を図ります。 

（団体調査）地域の課題「災害時、 
緊急時の協力体制ができていない」 21.4％ ⇒ 10.0％ 

 住民懇談会の意見 

【現状値】  【目標値】 
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事業名 ② 災害ボランティアセンター設置・運営のための支援体制づくり 

事業概要 

災害発生時に行政、関係機関及び地域ボランティアと連携し、災害ボラ

ンティアセンターの設置・運営を行うことで迅速かつ十分な災害時支援

に取り組めるよう、支援体制を整えます。 

目標の内容 

災害時対応や災害ボランティアセンター設置・運営が適切に実践できるよ

う、継続的な訓練の実施と、「災害時対応マニュアル」の定期的な見直しを

行います。 

 

事業名 ③ 登下校時における子どもたちの見守り活動  

事業概要 
児童の交通安全や犯罪防止活動の一環として、関係機関・団体と連携し、

地域ぐるみの通学路等の見守り活動を推進します。 

目標の内容 

ボランティア団体や活動者の増加に努め、地域ぐるみの見守り活動の推

進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

事業名 ④ 安全帽子の購入費助成事業  

事業概要 
市立小学校の新一年生を対象に、児童の交通安全、事故防止を目的とし

て、学校指定の安全帽子購入費の助成を行います。 

目標の内容 将来を担う子どもたちの交通安全対策と健全育成を推進します。 

 

 

 

 

 

 
指 標 ：延べ活動人数（５か年累計） 

35,063 回 ⇒ 37,000 回 
【現状値】      【目標値】 
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成果指標 

 

私たちの取り組むこと 

 

基本目標３ 地域共生社会を実現する仕組みづくり 

施策１ 福祉サービスの提供と充実 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

○ どのような福祉サービスがあるか興味を持ちます。 

・必要な福祉サービスの利用につながるよう、地域にどのような福祉サービスがあるの

かを知り、困っている人の相談にのり、関係者や関係機関を紹介しましょう。 

○ 年齢や障がいの有無にかかわらず活躍できる地域づくりを進めます。 

・高齢者や障がい者と一緒に活動する機会に参加してみましょう。 

・地域のつながりの中に色々な人が参加しやすいよう、理解を深めましょう。 

○ 健康づくりに興味を持ち、講座等に参加します。 

・定期的に健康診断を受け、自分の健康状態を確認しておきましょう。 

・健康づくりに関心を持ち、講演会や健康講座、体を動かすイベントなどに参加しまし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

・自分の祖母、祖父の基礎疾患や心身の健康状態を把握しておき、いざというとき
の対応を話し合っておく。 

・デマンドバスの予約のお手伝いをする。 

・自分でもデマンドバスを利用してみて、感想や思ったことを発信する。 

・外出できない人の話し相手になる。 

・車いすの利用の仕方や、高齢者や障がい者の方への配慮について勉強会に参加す
る。自分で体験すると、気付くことが多くある。 

・健康づくりの第一歩として、地域のラジオ体操やサロンに参加してみる。 

 

 

子どもや高齢者、障がいのある人など
にとって暮らしやすい街だと思う割合 57.7％ ⇒ 70.0％ 

 住民懇談会の意見 

【現状値】  【目標値】 
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社会福祉協議会の取り組むこと 

 
 

 
 

 
 

○ 地域住民が適切な福祉サービスの利用、活動へ参加ができるようサービスの提

供体制づくりを推進します。 

事業名 ① 居宅介護支援事業（ケアプランセンター）  

事業概要 

介護が必要な高齢者が、住み慣れた地域での生活を継続できるよう支援

します。ケアプランを作成し必要な介護サービスを提供できるよう調整

します。 

目標の内容 
一人ひとりのニーズに応じたサービスを提供できるよう、地域や関係機関

と連携します。 

 

事業名 ② 通所介護事業（デイサービスセンターのぞみ）  

事業概要 
介護保険制度に基づき、要介護者・総合事業対象者に心身の状態に応じ

た日常生活上の介助・支援を行います。 

目標の内容 

他者と交流する機会を持つ事や安心安全な入浴、適度な体操・レクレーシ

ョンにより身体機能の維持ができるように支援し、家族の介護負担の軽減

を図ります。 

 

事業名 ③ 就労継続支援 B 型事業なのはな・すみれ  

事業概要 

心身の障がいにより一般就労することが困難な在宅の障がい者に通所

による生活・作業訓練を行い、創作活動や生産活動の機会の提供及び社

会との交流や地域生活支援の促進を図ります。 

目標の内容 
利用者一人ひとりが意欲と達成感を感じられるよう支援を行うとともに、

利用者の拡充に努めます。 

 

事業名 ④ 下野市社協特定相談支援事業所  

事業概要 

利用者及びその家族に面接を行い、利用者及びその家族がおかれている

状況、利用者が希望する生活、解決すべき課題などを把握し、ケアマネ

ジメントの技法を用いて、サービス利用支援（サービス等利用計画案の

作成）、継続サービス利用支援（モニタリング）を行います。 

目標の内容 利用者のニーズに沿った計画作成ができるよう努めます。 

 

事業名 ⑤ ふれあいサロンゆうゆう事業（市受託事業）  

事業概要 
高齢者が介護を必要とする状態になることを予防し、健康で生き生きと

した生活が送れるよう支援します。 

目標の内容 サロン活動を通し、参加者の健康づくりや仲間づくりを応援します。 
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事業名 ⑥ 手押し車の購入費助成事業  

事業概要 
高齢者の方で足腰の衰え等により歩行に不安がある方を対象として、歩

行の補助具として使用する手押し車の購入費の一部を助成します。 

目標の内容 
手押し車を使用することで歩行の安定、転倒予防や外出のきっかけづくり、

介護予防を図ります。 

 

事業名 ⑦ 福祉用具等の貸出し事業  

事業概要 福祉用具やイベント用具を自治会・育成会等に貸出します。 

目標の内容 
市民の自治会・育成会等へのイベント参加の促進、福祉への理解・関心を

深め事業の普及、推進を図ります。 

 

事業名 ⑧ 幅広い介護予防事業の展開（市受託事業）  

事業概要 

各地域包括支援センターと連携し、介護予防の一環として、高齢者等を

対象にフレイル予防の普及啓発、運動・栄養・口腔・認知症サポーター

養成講座等の介護予防講座を地域に出向き開催します。 

目標の内容 

介護予防にかかわる人材・地域活動組織の育成、支援等を実施し、介護

予防の重要性の普及啓発を行い、地域ぐるみで介護予防の推進を目指

す。 

 

 

 

 

 

 

 
指 標 ：介護予防講座受講者数（５か年累計） 

2,574 人 ⇒ 3,000 人 
【現状値】     【目標値】 
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成果指標 

 

社会福祉協議会の取り組むこと 

私たちの取り組むこと 

 

施策２ 支援を必要とする人へのサービスの充実 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

○ 生活困窮者の自立支援に地域で協力します。 

・困っている人に声をかけて、民生委員児童委員など身近な支援機関へとつなぎましょ

う。 

・どのような支援制度があり、支援を必要とする人をどのような支援につなぐことがで

きるか、興味を持って情報を入手しましょう。 

・フードドライブ（各家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄り、それらをまとめてフ

ードバンク団体や地域の福祉施設・団体などに寄贈する活動）など、困っている人を支

える活動に、できることから参加してみましょう。 

○ 成年後見制度や権利擁護の取組について、理解を深めます。 

・成年後見制度や権利擁護の取組について調べてみましょう。 

・自分や家族の判断能力が不十分になったときの対応について、身近な人と話し合って

みましょう。 

 
 
 
 
 

○ 誰もが必要な福祉サービス等を安心して利用できるよう、きめ細かい支援体制

の充実を図ります。 

事業名 
①【重点】生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業） 

 （愛称：くらし応援センターささえーる）  

事業概要 

複合的な課題を抱える生活困窮者の相談を受け、どのような支援が必要

かを相談者と一緒に考え、寄り添いながら自立に向けたオーダーメイド

の支援を行います。様々な関係機関と協働し、相談者支援を通じた地域

づくりを行います。 

目標の内容 生活困窮者の自立の促進を目指し支援します。 

保健福祉施策（サービス）が充実して
いると思う割合 29.4％ ⇒ 40.0％ 

【現状値】  【目標値】 
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事業名 ② 家計改善支援事業（市受託事業）  

事業概要 

家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計に関するアセス 

メントを行い、家計の状況を「見える化」し、家計再生の計画・家計に 

関する個別のプランを作成し､利用者の家計管理の意欲を引き出します。 

家計管理に関する支援、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支 

援、債務整理に関する支援、貸付けのあっせんなどを行います。 

目標の内容 家計相談を用いて、生活困窮者の自立の促進を目指し支援します。 

 

事業名 ③ 就労準備支援事業（市受託事業）【新規】 

事業概要 

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうま

くとれない」など、直ちに就労が困難な方に６カ月から１年の間、プロ

グラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた

支援や就労機会の提供を行います。 

目標の内容 就労準備支援により、生活困窮者の自立の促進を目指し支援します。 

 

事業名 ④ 住居確保給付金に関する相談・受付業務（市受託事業）  

事業概要 

離職により住居を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、収

入等が一定水準以下の者に対して、有期で家賃相当額を支給する事業の

相談・受付業務を行います。 

目標の内容 生活困窮者の自立の促進を目指し支援します。 

 

事業名 ⑤ 生活福祉資金貸付事業（県社会福祉協議会受託事業）  

事業概要 

低所得者世帯等の経済的自立と生活意欲の向上を支援するため、総合支

援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の貸付を行い

ます。また、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の

特例貸付及び償還指導を行います。 

目標の内容 生活困窮者の自立の促進を目指し支援します。 

 

事業名 ⑥ 小口資金貸付事業  

事業概要 

緊急に生計の維持が困難になった市内の世帯に対し、小口資金（上限 3

万円）を貸し付けることにより、経済的自立及び生活の安定を目指した

支援を行います。 

目標の内容 生活困窮者の自立の促進を目指し支援します。 

 

事業名 ⑦ 緊急食料等給付事業  

事業概要 

市内に居住する生活困窮者等が、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難

になった場合に、食料等の生活に必要な現物を給付し、生命の安全と生

活の再建を支援します。 

目標の内容 自立相談支援事業と連携し、生活困窮者の自立の促進を目指し支援します。 
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事業名 ⑧ 成年後見制度利用促進事業（市受託事業） 

事業概要 

成年後見制度に関する啓発活動や相談に応じ、地域で安心した生活が継

続できるよう、本人の意思を尊重した権利擁護支援の促進及び地域連携

の構築を図ります。 

目標の内容 
成年後見制度について市民に広く周知され、メリットの感じられる制度利

用がなされるよう努めます。 

 

事業名 ⑨ 法人後見事業 

事業概要 

認知症高齢者や障がい者等で判断能力が不十分な方の権利を守り、地域

で安心して生活できるようにするため、法人として社会福祉協議会が成

年後見人等を受任します。 

目標の内容 
対象者の権利を守るため財産管理や身上保護を行うことで、安心した生活

を継続できるよう支援します。 

 

事業名 ⑩ 日常生活自立支援事業（あすてらす）  

事業概要 

高齢・障がい等により判断能力が十分でない方に対して、福祉サービス

の利用において不利益が生じないように、情報提供や手続きのサポート

をすることにより地域での安心した生活を支援します。また、福祉サー

ビスの利用に伴う日常的な金銭管理や書類等の預かりサービスを行い

ます。 

目標の内容 関係機関と連携し事業の普及や利用の促進を図ります。 
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成果指標 

 

社会福祉協議会の取り組むこと 

私たちの取り組むこと 

 

施策３ 相談支援体制の充実 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

○ 適切な相談支援を受けられる地域づくりをすすめます。 

・地域にある相談窓口や機関に興味を持ち、必要になったときは利用します。 

・日頃から地域のつながりを大切にし、支援を必要とする方が身近にいたときには声を

かけて相談窓口へとつなぎます。 

 

 

 

 

・自分や家族、地域の人が困っていることを、他の人（市の職員や近所の人など）
に話してみる。 

 

 
 

 
 
 

○ 地域の中で誰もが必要な福祉サービス等を安心して利用できるよう、相談活動

や情報提供の充実を図ります。 

 

事業名 ①【重点】地域包括支援センター事業（市受託事業）  

事業概要 

地域で暮らす高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けられるよう、住まい・介護・医療・予防・生活支援などを総

合的に支えるため、関係機関との連絡調整を行います。 

目標の内容 
地域での活動を通して広報啓発に努めるとともに、様々な関係者と密接な

連携を図っていきます。 

 

事業名 ② 心配ごと相談事業の実施  

事業概要 

日常生活のあらゆる悩みや心配ごと様々な問題の相談に応じ、適切な助言・

援助を行うことで市民の福祉の増進を図ることを目的に実施します。 

①心配ごと相談所事業  ②無料法律相談事業（市受託事業） 

目標の内容 
更なる事業の普及や利用の促進を図るとともに、相談者が安心して利用で

きる環境づくりに努めます。 
 

（団体調査）地域課題「地域の問題や
困りごとを隣近所の人と相談できな
い」の割合 

23.2％ ⇒ 10.0％ 

 住民懇談会の意見 

【現状値】  【目標値】 
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１ 策定の趣旨と背景 

成年後見制度は、認知症や知的障がい、その他精神上の障がいなどによって判断能力が

十分ではない人の、身上保護（健康や療養等に関する法律行為）や財産管理、契約等の法律

行為を代わって行う成年後見人、保佐人、補助人を選任し、権利や財産を守るための制度

です。 

本市においては、平成 21 年に下野市成年後見制度利用支援事業実施要綱を施行し、成

年後見制度の利用促進に取り組んできました。 

今後一層の高齢化に伴う認知症の方の増加や、精神障がい者の増加、また障がい者等の

介助者の高齢化に伴う親亡き後の問題等への対応の必要性が見込まれる中で、成年後見制

度に関する取組が重要になることを踏まえ、本計画は市民・関係団体・行政等の連携によ

り権利擁護支援に取り組み、判断能力が十分ではない人を含む全ての市民が安心して暮ら

せる地域を目指して策定するものです。 

２ 成年後見制度を取り巻く現状 

（１）権利擁護に関する事業・制度等の利用状況の推移 

成年後見制度の市長申立ての件数についてみると、平成 30 年度以降増加傾向にあり、

令和２年度で８件となっています。 

また、判断能力が十分でない方を対象に、社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等

を行う「日常生活自立支援事業（あすてらす：87 ページ参照）」の利用者数については横

ばい傾向にあり、令和２年度で 22 人となっています。 

◆権利擁護に関する事業・制度等の利用状況の推移 

  

資料：高齢福祉課・社会福祉課・社会福祉協議会（各年度３月 31 日現在） 

0 0
3

4

8

5

2 1 0 2

23

26 25

22 22

0

5

10

15

20

25

30

35

0

2

4

6

8

10

12

14

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

成年後見制度の市長申立ての件数

成年後見人等への報酬助成の件数

日常生活自立支援事業の利用者数

（件） （人）



第６章 成年後見制度利用促進基本計画 

90 

 

 

 

（２）アンケート調査等から見る市民意識の現状 

調査の概要 

本調査は、市内在住の 18 歳以上の市民 2,000 人の方を対象に実施しました。 

調査概要の詳細は 15 ページに掲載しています。 

調査結果の概要 

【成年後見制度の認知度】 

成年後見制度の認知度についてみると、全体では「知っている」が 35.1％と最も高く、

次いで「制度名は知っているが、内容は知らない」が 31.8％、「制度名も内容も知らない」

が 29.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 図表中の「ｎ（number of case）」とは、その設問の回答者数を表しています。（以降同様） 

 

 

【日常生活自立支援事業（あすてらす）の認知度】 

日常生活自立支援事業（あすてらす）の認知度についてみると、全体では「制度名も内容

も知らない」が 56.5％と最も高く、次いで「制度名は知っているが、内容は知らない」が

28.8％、「知っている」が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.1 31.8 29.7 3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

【成年後見制度の認知度】

知っている 制度名は知っているが、内容は知らない

制度名も内容も知らない 不明・無回答

10.5 28.8 56.5 4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

【日常生活自立支援事業（あすてらす）認知度】

知っている 制度名は知っているが、内容は知らない

制度名も内容も知らない 不明・無回答



 

91 

 

 

 

【成年後見制度の利用意向】 

将来的な成年後見制度の利用意向についてみると、全体では「わからない」が 45.8％と

最も高くなっています。 

「利用したい」が 37.2％と、「利用したくない」の 11.1％を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誰に後見人になってほしいか】 

後見人になって支援してほしい人についてみると、「配偶者や子どもなどの親族」が

85.2％と最も高く、次いで「弁護士や司法書士などの専門職」が 32.0％、「社会福祉協議

会などの団体」が 12.8％となっています。 

年代別にみると、いずれの年代も「配偶者や子どもなどの親族」が８割を超えて最も高

くなっています。また、<30 歳代>で「弁護士や司法書士などの専門職」が 45.5％と、他

の年代に比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.2 11.1 45.8 6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=985)

【成年後見制度の利用意向】

利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答 test

10・20歳代

（n=74）

30歳代

（n=66）

40歳代

（n=64）

50歳代

（n=53）

60歳代

（n=62）

70歳代以上

（n=43）

配偶者や子どもなどの親族 89.2% 87.9% 81.3% 86.8% 83.9% 81.4% 85.2%

弁護士や司法書士などの専

門職
27.0% 45.5% 28.1% 35.8% 30.6% 23.3% 32.0%

社会福祉協議会などの団体 16.2% 12.1% 12.5% 9.4% 14.5% 11.6% 12.8%

市民後見人 0.0% 1.5% 1.6% 0.0% 3.2% 0.0% 1.1%

わからない 5.4% 3.0% 6.3% 3.8% 3.2% 4.7% 4.6%

全体

（n=366）

成年後見制度を利用することに

なった場合、誰に後見人になっ

て支援してほしいですか。

※全体で１％未満の「その他」

「不明・無回答」は省略

年代
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【制度を「利用したくない」「わからない」と答えた理由】 

成年後見制度を「利用したくない」「利用したいかわからない」と答えた理由についてみ

ると、「制度を利用せずに配偶者や子どもなどの親族に任せたい」が 47.3％と最も高く、

次いで「制度の内容や利用方法がよくわからない」が 40.9％、「他人に財産管理を任せる

ことに抵抗がある」が 33.6％となっています。 

年代別にみると、<30 歳代><40 歳代><50 歳代>で「制度の内容や利用方法がよくわから

ない」が５割前後と高くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●団体ヒアリングや住民懇談会においても、成年後見制度利用促進が今後の重要な取り組みの

一つとして挙げられる 

団体ヒアリングにおいては、アンケート調査票での調査において、下野市の保健福祉施

策を充実していくために重要と考える取り組みの中で「成年後見制度などの権利擁護にか

かる取り組みを推進する」の割合は 12.5％となっています。一方で、対象を障がい福祉に

関する団体に限ると 40.0％となっています。 

また、住民懇談会では、地域交流の中で成年後見制度に関する周知に取り組んでいると

いう報告や、成年後見制度利用促進に関する啓発活動を充実させるべきだという意見が挙

げられました。 

 

（３）現状から見える課題 

○成年後見制度について、制度名の認知度は６割台となっている一方で、内容まで知っ

ている割合は３割台となっています。また、成年後見制度を利用しない・わからないと

した理由について「制度の内容や利用方法がよくわからない」が 40.9％と２番目に高

くなっています。これらを踏まえて、今後より一層の成年後見制度利用促進に向けて

事業内容の啓発が求められています。 

○団体ヒアリングでは、障がい者福祉分野で活動する団体においては成年後見制度利用

促進が重要であるという回答の割合が高かった一方、全体では高くなかったことから、

障がい者のみならず高齢者やその介護者に対する情報提供を充実する必要があると考

えられます。 

10・20歳代

（n=74）

30歳代

（n=66）

40歳代

（n=64）

50歳代

（n=53）

60歳代

（n=62）

70歳代以上

（n=43）

制度を利用せずに配偶者や子ども

などの親族に任せたい
34.2% 40.7% 41.7% 41.9% 58.0% 66.0% 47.3%

制度の内容や利用方法がよくわか

らない
39.6% 45.7% 53.6% 46.5% 31.8% 31.0% 40.9%

他人に財産管理を任せることに抵

抗がある
33.3% 44.4% 26.2% 40.7% 26.1% 31.0% 33.6%

制度を利用する際の手続きが複雑

そうである
18.0% 21.0% 25.0% 26.7% 17.0% 24.0% 21.8%

利用するための費用（経済的負

担）がかかる
9.9% 19.8% 14.3% 25.6% 17.0% 19.0% 17.1%

特に理由はない 18.0% 14.8% 7.1% 8.1% 3.4% 3.0% 9.3%

全体

（n=366）

成年後見制度を「利用したくない」ある

いは「わからない」と答えた理由は何で

すか。

※全体で５％未満の「その他」「不明・

無回答」は省略

年代
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３ 基本目標 

 

（１）適切な成年後見制度利用につなげられる地域づくり 

成年後見制度に関する周知・啓発や、見守り活動等の推進を通して、権利擁護支援の必

要な人を発見・支援できる地域づくりを推進します。 

 

（２）制度利用によって権利を適切に守るための体制づくり 

成年後見制度等の利用によって、本人の権利を守ることができるよう、早期段階での相

談・対応に向けた体制構築や、本人の意思を尊重した支援を推進します。 

 

（３）関係機関が連携して権利擁護に取り組む仕組みづくり 

関係機関が連携して相談や支援の必要な人の発見から適切な制度の利用へとつなげるネ

ットワークの構築に向けて、中核機関の整備等に取り組みます。 
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成果指標 

 

 

具体的取組 

 

 

４ 取組の内容 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

① 権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

○多様な主体の連携により、地域での見守りをはじめとした活動を実施することで、権

利擁護支援の必要な人を発見し、相談窓口等につなげられる地域づくりを推進します。 

○市民が必要なときに成年後見制度を利用できるよう、成年後見制度に関する啓発活動

を推進します。 

 

 
 

 

成年後見制度なんでも相談会 

 （高齢福祉課・社会福祉課・社会福祉協議会） 

・地域包括支援センターや障がい児者相談支援センター、社会福祉協議会に配置され

ている社会福祉士等が、成年後見制度に関する相談を引き受けます。 

 

 

 

 
 

指 標 ：成年後見制度なんでも相談会の相談件数 

９件  ⇒  14 件 

主な事業と取組指標 

成年後見制度の認知度 
（内容も知っている割合） 

37.2％ ⇒ 45.0％ 

35.1％ ⇒ 45.0％ 

成年後見制度の利用意向 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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② 早期対応に向けた相談・対応体制の構築と質の向上 

○権利擁護支援の必要な人を、適切な支援機関による早期の対応・支援につなぐ仕組み

づくりを推進します。 

○成年後見制度利用に関する相談窓口において、意思決定支援も重視し、本人らしい生

活を守るための制度利用がなされるよう支援します。 

 
 

 

各種相談窓口による申立て支援 

 （高齢福祉課・社会福祉課・社会福祉協議会） 

・判断能力の低下した身寄りのない方等への市長による申立ての手続きや、低所得者

等を対象とした成年後見人等への報酬助成を行います。  

・申立ての手続きに不安がある親族等に対して、申立てに向けた支援を行います。 

 

 

 

 

 

③ 地域連携ネットワークによる成年後見制度利用促進 

○地域の社会資源をネットワーク化し、相談や支援の必要な人の発見から適切な制度の

利用へとつなげる仕組みである「地域連携ネットワーク」の構築に向けて、関係機関を

コーディネートする役割を担う中核機関としての機能を市社会福祉協議会内に整備し、

広報機能・相談機能の充実や、利用促進、日常生活自立支援事業（あすてらす）等の権

利擁護事業と成年後見制度の連携を通したスムーズな利用移行等を図ります。 

○法人後見の利用体制強化や市民後見人の育成など、親族等による支援を受けられない

方が成年後見制度を利用できる体制の充実を図ります。 

 
 

 

関係機関の連携・協力に向けた協議会の開催 

 （社会福祉課・社会福祉協議会） 

・成年後見制度の利用が必要な方が制度を利用できるよう、権利擁護支援の地域連携

ネットワーク構築に向けて協議会を開催します。  

・増加が見込まれる成年後見制度利用に備え、法人後見の利用体制強化に努めます。 

 

 

 

 

指 標 ：市長による成年後見等の審判の申立て件数（５か年累計） 

15 件  ⇒  18 件 

主な事業と取組指標 

指 標 ：地域連携ネットワーク構築に向けた協議会の開催回数 

０回  ⇒  １回 

主な事業と取組指標 

【現状値】   【目標値】 

【現状値】  【目標値】 
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第７章 計画の推進と進捗管理 
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１ 計画の推進体制 

本計画では、地域共生社会の実現を目指し、市と社会福祉協議会が連携して取組を推進

するとともに、その進捗状況を市民や福祉関係団体、学識経験者等により構成される「地

域福祉計画推進委員会」において評価することで、着実な地域福祉の推進を目指します。 

地域福祉の効果的な推進にあたっては、市民や事業者、地域で活動する福祉関係団体等

の理解や協力が不可欠です。市と社会福祉協議会は、こうした組織や団体と協力しながら、

あらゆる機会を通じて本計画の内容を広く周知し、地域福祉の推進に向けて協力して支援

に取り組みます。 

２ 計画の進捗管理 

本計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルにより定期的に計画の進捗状況を把握・

点検していきます。そのために毎年度、市と社会福祉協議会が取組指標をもとにした進捗

状況の確認を行うとともに、地域福祉計画推進委員会において進捗の評価や見直しの必要

性の判断を行います。 

なお、計画期間をとおしての最終評価は、令和８年度における成果指標の達成状況や、

各施策の主要取組の進捗状況等から、総合的に判断するものとします。 

 

PDCA サイクル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） Do（実行） 

Check（評価） Action（改善） 

●地域福祉計画及び 

 地域福祉活動計画 

 の策定・改定 

●施策の推進 

●事業の実施 

●自己評価の実施 

●計画推進委員会 

 における評価 

●指標・施策の見直し 

●事業の改善・継続 
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１ 国の動向の整理 

●地域福祉の推進に向けた国の動向 

 主な法改正・施策 
主な内容 

（一部表記を簡略化しています） 

平成
27 年 

新たな時代に対応した福祉の
提供ビジョン」報告書 

▶制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」
という関係を超えて、より包括的・総合的に提供して
いくための仕組みづくりについて取りまとめられる 

平成
28 年 

ニッポン一億総活躍プラン ▶「子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮ら
し、生きがいを共に創り、高め合うことができる『地
域共生社会』を実現する」こととされる 

「我が事・丸ごと」地域共生社
会実現本部の設置 

▶ニッポン一億総活躍プランにおいて示された「地域
共生社会」の実現に向けた取組が推進される 

平成
29 年 

社会福祉法一部改正 ▶市町村地域福祉計画は、市町村が住民等の参加を得
て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決
のために必要となる施策、体制、目標を設定し計画的
に整備していくことされる 

▶「福祉の各分野において共通して取り組むべき事項」
「包括的支援体制の整備」「成年後見制度利用促進や
再犯防止といった分野の取り組み」などの視点に留
意した計画を策定することが求められる 

地域福祉計画策定ガイドライ
ン 

▶社会福祉法一部改正に基づき、計画策定にあたって
踏まえるべき事項を具体化したガイドラインが示さ
れる 

平成
30 年 

通知「社会福祉法人による『地
域における公益的な取組』の推
進について」 

▶地域共生社会の実現に向け、多様な主体による連携
の推進が図られる 

令和 
元年 

「地域共生社会に向けた包括
的支援と多様な参加・協働の推
進に関する検討会」最終とりま
とめ 

▶「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向け
た支援」の３つの支援を一体的に行う市町村の新た
な事業を創設すべきであるとの提言がなされる 

令和
２年 

地域共生社会の実現のための
社会福祉法等一部改正 

▶地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら参
加し、共生する地域社会の実現を目指す必要がある
ことが明記される 

▶断らない相談支援や関係機関の連携体制の構築を通
して重層的支援体制整備事業を行うことができるこ
とが示される 
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●成年後見制度利用促進に向けた国の動向 

年 主な法改正・施策 
主な内容 

（一部表記を簡略化しています） 

平成
28 年 

成年後見制度の利用の促進に
関する法律が施行 

▶成年後見制度利用促進についての基本理念や国・地
方公共団体の責務などを定めたもの 

▶ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上の保
護の重視の３つの理念が示される 

平成
29 年 

成年後見制度利用促進基本計
画が閣議決定 

▶①権利擁護支援の必要な人の発見・支援、 

 ②早期の段階からの相談・対応体制の整備、 

 ③意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度 
の運用に資する支援体制の構築 

 の３つの地域連携ネットワークの役割が示される 

平成 
31 年 

市町村成年後見制度利用促進
基本計画策定の手引き 

▶権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに向け
た中核機関の設置等が求められる 

 

●再犯防止の推進に向けた国の動向 

年 主な法改正・施策 
主な内容 

（一部表記を簡略化しています） 

平成
28 年 

再犯の防止等の推進に関する
法律が施行 

▶平成 28 年に再犯の防止等の推進に向けた基本理念
や、国・地方公共団体の責務などを定めたもの 

▶地方公共団体の、再犯の防止等に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策
を策定・実施する責務が明記される 

平成
29 年 

再犯防止推進計画が閣議決定 ▶令和３年までに２年以内再入率を 16％以下にする
政府目標が示される 

令和 
元年 

地方再犯防止推進計画策定の
手引き 

▶地域社会で孤立させないことを目指した再犯防止の
推進に向けた都道府県計画・市町村計画の策定の視
点が示される 

令和
３年 

地方再犯防止推進計画策定の
手引き（改定） 
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２ 関連法令 

（１）社会福祉法（抜粋） 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計

画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取 

  り組むべき事項 

 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第 109 条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内におい

て次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、そ

の区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者

が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社

会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつては

その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとす

る。 

 一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施    

 二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

 四 前３号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な

  事業 

 

（２）成年後見制度の利用の促進に関する法律（抜粋） 

（市町村の講ずる措置） 

第 14 条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成

年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、

成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（３）再犯の防止等の推進に関する法律（抜粋） 

（地方再犯防止推進計画） 

第 8 条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村におけ

る再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進計画」と

いう。）を定めるよう努めなければならない。 
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３ 下野市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する下野市地域福祉計画（以

下「計画」という。）を策定するに当たり、計画案を検討するため、下野市地域福祉計画策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を市長に報告する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係機関又は団体の推薦を受けた者 

（３） 公募による者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する報告を終えたときまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。 

（検討部会） 

第７条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に検討部会を置く。 

２ 検討部会の部会員は、健康福祉部長及び社会福祉課長のほか、別表に掲げる課に所属する職

員のうちから、その長が指名する者をもって構成する。 

３ 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には健康福祉部長、副部会長には社会福祉課

長をもって充てる。 

４ 検討部会は、部会長が招集し、その議長となる。 

５ 検討部会は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

別表（第７条関係） 

総合政策課、市民協働推進課、安全安心課、社会福祉課、こども福祉課、高齢福祉課、健康増進

課、学校教育課、生涯学習文化課 



 

103 

 

 

４ 下野市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 （設 置） 

 第１条 下野市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が行う住民主体の地域活動の指針とな

る地域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するため、地域福祉活動計画策定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を本会の会長に報告する。 

（１）計画の策定に関すること。 

（２）その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

 （組 織） 

第３条 委員会は、２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、下野市の策定する地域福祉計画との整合性を図るため、地域福祉計画策定委員会を

充て、本会の会長が委嘱する。 

（任 期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する報告を終えたときまでとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会 議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる 

（庶 務） 

第７条 委員会の庶務は、本会において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 
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５ 下野市地域福祉計画推進委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定により策定された下野市地域

福祉計画（以下「計画」という。）を推進するため、下野市地域福祉計画推進委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。 

（１） 計画の進捗状況の把握に関する事項 

（２） 社会福祉法人下野市社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画の進捗状況の把握に関

する事項 

（３） 計画の評価及び見直しに関する事項 

（４） その他計画の推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係機関又は団体の推薦を受けた者 

（３） 期間中の計画の策定に係る下野市地域福祉計画策定委員会委員の委嘱を受けた者 

（４） その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する報告を終えたときまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員

の中から委員長が指名する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 
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６ 第３期下野市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

区分 団体名等 氏名 役職 

学識経験を 
有する者 

1 国際医療福祉大学医療福祉学部教授 林  和美 委員長 

市民団体 

2 自治会連絡協議会 川俣 一由 副委員長 

3 人権擁護委員会 小室 正男  

福祉団体 

4 民生委員児童委員協議会 軽部 益子  

5 老人クラブ連合会 山田 博  

6 いいこみ 粥見 美夏  

7 地域自立支援協議会 鱒渕 泰子  

医療関係 8 LC 訪問看護リハビリステーション 吉田 優  

ボランティア
団体 

9 ボランティア連絡協議会 海老原 新子  

10 保護司会 布袋田 実  

NPO 11 特定非営利活動法人プラネット 梶井 真弓  

教育団体 

12 教育委員会 石嶋 和夫  

13 子ども会育成会連絡協議会 國元 佐江子  

就労 14 一般社団法人 Bridge（ブリッジ） 山口 理貴  

公募委員 

15   小倉 清  

16   大古 理恵子  

17   齋藤 昌枝  
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７ 計画策定の経緯 

年 月 日 事項 内容 

令和３年 

 ５月17 日 

第１回「第３期下野市地域福祉
計画」検討部会 

・策定の考え方及び概要について 

・第２期計画の評価について 

・アンケート調査の項目について 

 ５月21 日 
第１回「第３期下野市地域福祉
計画及び活動計画」策定委員会 

・策定の考え方及び概要について 

・今後のスケジュールについて 

 ７月８日 
第２回「第３期下野市地域福祉
計画及び活動計画」策定委員会 

・アンケート調査の実施について 

・団体ヒアリングの実施について 

・住民懇談会の実施について 

・第２期計画の進捗状況について 

 ７月 アンケート調査の実施 （P15） 

 ７月～８月 団体ヒアリングの実施 （P25） 

 ８月 住民懇談会の実施 （P31） 

 ９月28 日 
第２回「第３期下野市地域福祉
計画」検討部会 

・アンケート調査の結果報告について 

・団体ヒアリングの結果報告について 

・住民懇談会の結果報告について 

・計画の骨子（案）について 

 10 月15 日 
第３回「第３期下野市地域福祉
計画及び活動計画」策定委員会 

・アンケート調査の結果報告について 

・団体ヒアリングの結果報告について 

・住民懇談会の結果報告について 

・計画の骨子（案）について 

 11 月19 日 
第４回「第３期下野市地域福祉
計画及び活動計画」策定委員会 

（予定） 

 12 月６日 

 ～12 月24 日 
パブリックコメントの実施 （予定） 

令和４年 

 ２月３日 

第５回「第３期下野市地域福祉
計画及び活動計画」策定委員会 

（予定） 

 


